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1 2  -  -  -

放課後デーサービスを無償化するべき。児童発達支援だけ受けてその後の支援は有償であると、経済的理
由から支援を縮小しかねない。成人するまでの継続的支援をすべきである。学校の通級の1年上限を撤廃す
べき。上限設定は子供理由ではなく、単に受け入れ側の理由と感じる。支援が必要な子の、習い事費用を
サポートすべき。集団での習い事が難しい場合、マンツーマンで特別にかかる費用や、集団であっても加
配に必要な費用をサポートしてほしい。支援が必要な子は、どこでもの受け入れも難しく、移動にも負担
がかかる、放課後デーサービス
ではプラスアルファの習得は難しく、定型発達の子が皆習うような英語や音楽系、水泳等、負担なく受け
られる事は大いに意味があると思う。

無償化につきましては、国や都の動向を注視していきます。また、習い事
への費用補助につきましては、今後の施策を考える上での参考にさせてい
ただきます。
教職員への研修については、校長連絡会や初任者研修などの機会を捉え、
今後も継続して理解・啓発できるように努めてまいります。

2 3  -  -  -

区立保育園児の母です。
未就学児の生活にもっとサポートを検討して頂きたいです。
子供に繊細なところがあり、団体活動が難しい事があります。就労のため保育園に通っていますがイベン
トのたびに練習や団体行動が増えて登園できなくなっています。5歳まで続くお昼寝も寝ない子にとっては
苦痛が大きいようです。遊ぶ場所や内容、時間も細かく制限が多く、さまざまな場面で子供に選択権が無
いように感じます。もちろん、運営上・人員的に仕方のない部分はあると理解はしています。
指示をなんでも受け入れられる子なら過ごしやすいと思いますが、動きについていけない、拒否を起こし
てしまううちのような子はそのカリキュラムについていけない事で注意を受ける機会も多く、傷つき、園
を拒否するようになってしまいました。
イベント、お昼寝、外遊びなど様々な活動を、本人の意思で選択して、非参加の場合でもいやすい環境を
作って欲しいです。
保育士の皆様にも、参加する事だけが正解なのではないと認知をして頂きたいです。カリキュラムに沿っ
た行動が出来ないと劣等感を感じるようだと相容れない子供が必ず出てきますし、本来の保育園の存在意
義である保護者の就労に大きく差し障ります。

小学校普通級の教員の方々は発達グレー児の認知や勉強の機会があるようにレポートで見受けられました
のでぜひそこは引き続き強化をお願いしたいです。
インクルーシブを進めていくとの事ですので支援の必要な子供の多くは普通級に存在するという前提で考
えると、担任を持てば必ず直面する事になると思います。グレーの子供と上手く接するにはそのための知
識が必要で、学校運営の方々には、言葉選び、話し方、環境づくり、理解する姿勢など、ぜひ幅広く知っ
て頂きたいです。不登校になりやすい傾向もあると思いますので、知識は先生方の助けにもなると考えま
す。

保育の展開にあたり、お子様一人ひとりの発達の状況や日々の状態によっ
ては、指導計画にとらわれず柔軟に保育を行ったり、お子様にとって最も
ふさわしい保育内容を保護者様と相談したりしております。そのため、保
育園職員対象に、区として研修の機会を設け、また各園に対して必要に応
じて心理職が巡回し支援をするようにしております。お子様が発達してき
た過程や心身の状態を把握するとともに、一人ひとりの興味・関心に応じ
た関わりと集団の中の一員としての関わりの両面から、保育の展開をして
おります。
教職員への研修については、校長連絡会や初任者研修などの機会を捉え、
今後も継続して理解・啓発できるように努めてまいります。

パブリックコメントのうち計画素案に対する質問・要望等(187件） 資料２-3
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3 4 3 3
130
131

①障害当事者の意見を十分に取り入れていただきたい。特に、発達障害については、障害者団体、７団体
の中に入っていないと言うこともあり、親の意見も含めて十分に当事者及び家族の意見をどこまで区政に
反映できているのか、甚だ疑問を感じています。
②成人期以降の支援が不足しているように思います。発達障害当事者が、自由に活動できる場、文化・芸
術・スポーツを楽しむ場がありません。生涯学習の場もありません。そのようなものが必要であるとの認
識も、ないように感じております。自立支援・就労支援・定着支援を支えるものが必要であるとの認識を
持っていただきたく、よろしくお願いします。

①個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、そ
の課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割と
して、地域自立支援協議会がございます。個別の相談支援でのニーズを区
政に反映できるよう、地域自立支援協議会等の場を活用していきます。
②令和4年度から、愛の手帳をお持ちの知的障害の方を対象に重度の方で
も受講が可能な「チャレンジ塾」を開設しています。普段活動が困難な方
の参加を想定しており、今年度は７名の申し込みがありました。令和６年
度も引き続き開設を予定しております。
③区では、発達障害の方も参加できるスポーツ事業として、区立体育館で
障害者スポーツフリー利用や水泳および軽スポーツの障害者教室を定期的
に開催するとともに、障害のある方もない方も楽しめるユニバーサルス
ポーツフェスタを年２回、その他障害者の方を対象としたランニング教室
やフライングディスク教室を開催し、発達障害の方にも実際にご参加いた
だいております。これらの事業は、参加者相互の交流・親睦が図られる場
にもなりますので、発達障害の方の自立支援の一助になると認識していま
す。今後は、障害者の特性に柔軟に対応し、より多くの方が参加可能な場
の提供について検討してまいります。

4 5 3 3 119
心身障害者福祉会館の建て替えについて、計画にもあるように、代替施設の確保がネックですぐに整備計
画ができないとし、障害者支援課長より、代替用地を提案してほしいと言われました。以下に、考えうる
用地を提案しますので、ご検討の上、計画に反映させてください。この周囲の区有地といえば、

事実関係が確認できないため、回答できかねます。

5 7 1 2 21

初めて書かせていただきます。品川区福祉計画の素晴らしい取り組みをされて感謝してます。2つ書かせて
いただきます。医療ケアのところに導尿、洗腸が記載されてなく医療ケア児の人数も実際と違っていると
思います。(おそらく導尿が含まれてない)神経因性膀胱は生涯カテーテルがないと尿が出せない感染リス
クもある医療ケアです。洗腸も便が出せない為必要なケアです。
2つ目、我が家の例で失礼しますが子が医療ケアが必要ですが所得制限で見事に色々な支援が受けれず、健
常児の子育て支援は所得制限撤廃になる昨今、障害者は健常児より時間もお金もかかります。精神面の負
担も。ぜひスムーズに支援が受けれるよう改革お願いいたします。

①医療的ケア児の人数については、区がサービス利用状況等から把握でき
ている人数だけを記載しています。医療的ケア児の正確な把握に努めてお
りますが、医療的ケアの範囲が法律で明確でないことや個人情報保護の観
点から医療機関からの情報取得が困難なことからすべての医療的ケア児の
把握が出来ておりません。
②アンケート調査結果では医療的ケア児の保護者の相談先は医療機関が最
も多くなっています。医療的ケア児の子育て支援を充実できるよう相談体
制等の充実を図ります。今後、医療的ケア児等医療的ケア児等コーディ
ネーターが保健・医療・福祉等の各分野との連携を図り、協力する体制づ
くりを進め、支援の充実を図っていきます。

6 10 - - -
18歳以上の在宅の方対象の実態調査（問9）によると、在宅の障害者の有効回答1，713件のうち、13.7％が
発達障害。児童対象の調査（問7）では、有効回答634件のうち60.9％が発達障害。その実情に対し、発達
障害児者への支援の記載が手薄に感じる。それについての区の見解は。

障害児への支援は、障害種別で分けることなく、第３部４章の「障害のあ
る子どもへの支援」などに掲載しております。

7 11 - - -

p4の図表1-1に「改正発達障害者支援法」の記載がある。品川区の計画では、毎度発達障害者支援の内容が
少なすぎるように思う。①計画にもっと盛り込むべきでは。②大田区のように発達障害児者支援の計画も
併せて立てるべきではないか。①②それぞれについての区の見解は。

①障害児への支援は、障害種別で分けることなく、第３部４章の「障害の
ある子どもへの支援」などに掲載しております。
②ご意見として承ります。

8 12 - - -
18歳以上の在宅の方対象の実態調査（問15～17）で、発達障害・精神障害の方の相談についての困り感が
多く出ていた。そこをどう改善するか、具体的に。

相談支援体制の強化および障害特性に応じた専門相談の充実に努めてまい
ります。

9 13 - - -
18歳以上の在宅の方対象の実態調査（問42）では、発達障害の方が「品川区は暮らしにくい」と感じてい
る割合が高い。支援が足りていないのではないか。

引き続き、発達障害者が地域で安心して暮らすことができるよう支援の充
実に努めてまいります。

10 14 1 2 26

p26に「品川区精神保健福祉地域連絡会」「品川区難病対策地域協議会」の記載がある。①庁内に発達障害
児者の支援連絡会は（協議会）は存在するのか、しないのか。②存在するなら本表にも記載すべきでは。
③発達障害はどこの保健センターの管轄なのか。

①、②必要に応じて,関係所管と連携しております。
③各保健センターで担当しております
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11 16 - - -

素案はかなりのボリュームがあって読み切れない。①閲覧用だけではなく配布分は用意されたのか。②配
布分は何部用意されたのか。

「広報しながわ12月11日号」に素案の閲覧場所が掲載されていますが、配
布用として数部ずつご用意させていただいております。配布用の部数は閲
覧場所で異なりますが全体で約250部です。

12 17 - - -

閲覧用の素案について。①前回は区立図書館などにも置いてあったと思うが、今回はどこに置いたのか。
②区としてパブリックコメント実施の際に「ここに閲覧用の素案を置く」という統一ルールはあるのか、
ないのか。

①広報しながわ12月11日号などで周知させていただきましたとおり、障害
者施策推進課、区政資料コーナー、地域センター、文化センター、保健セ
ンター、図書館、指定特定障害者相談支援事業所、指定障害児相談支援事
業所で閲覧できます。
②計画ごとに閲覧対象者が異なるため、統一ルールはございません。

13 18 - - -
①素案のわかりやすい版は作成しないのか。②この素案のみで、知的障害のある方にどうやって理解して
いただく考えなのか、具体的に。

ご意見として承ります。

14 19 - - -

他区（新宿区など）では区民説明会の複数回開催、説明動画のYouTubeへの掲載などを行っている。①品川
区は説明会等は実施しないのか、できないのか。②他区にできることが、品川区ではどうして実施できな
いのか。

ご意見として承ります。

15 20 - - -

パブリックコメントの実施については、区公式X（旧Twitter）などできちんと告知する必要がある。①本
パブリックコメントの実施については、区公式Xで告知されたのか、されなかったのか。②区として、パブ
リックコメント実施の際はすべて公式X等で告知するルールになっているのか、なっていないのか。③パブ
リックコメントの案内を区公式Xに掲載するかどうかは、誰が決めるのか。

パブリックコメント実施は、広報しながわ12月11日号および区ホームペー
ジで周知いたしました。また、現在、区公式Ｘでパブリックコメントを周
知するルールはございません。

16 21 - - -

区公式Xは12月13日に「旧荏原第四学校跡地の活用方針（素案）に対するパブリックコメントを令和5年12
月28日まで実施しており、多くの方からご意見をいただくため、説明会を開催しますので、ぜひご参加く
ださい」とポストしている。旧荏原四中の活用についてはパブリックコメント前に説明会を実施したの
に、なぜ本計画ではパブリックコメント前に説明会を実施しなかったのか。

ご意見として承ります。

17 24 1 2 21
p21の「医療的ケア児について」は、医療的ケアの必要な児童（18歳未満）のみの現状。①医療的ケア者の
現状も加えるべきでは。②大人の医療的ケアの必要な方の人数把握はできているのか。

高齢者では医療的ケアを受けている方も多く、正確な人数を把握すること
は困難です。

18 25 1 2 21

p21では医療的ケア児数について30人とあるが、児童対象の実態調査（問10）では医療的ケアが必要との回
答が54人となっている。その差は何か。

計画の30人は在宅レスパイト事業者や障害児通所支援を利用者している人
数が区が状況を把握している人数となります。医療的ケア児はこれら事業
やサービスを利用していない場合もあるため、人数差が生じたと考えられ
ます。

19 27 - - -

現在人工呼吸器利用者は、区立の生活介護や短期入所、グループホームの利用ができないはず。今後受け
入れていく目途は具体的にどうなっているのか。

重症心身障害者通所施設「ピッコロ」で受入できるよう、対応を検討中で
す。

20 28 3 3 118

p120に「医療的ケアを必要とする障害者の受け入れ等支援の充実を図ります」とあるが、具体的にどの施
設で、もしくはどの障害福祉サービスで受け入れるのか。生活介護なのかグループホームなのか。具体的
に示さないと意味がない。

重症心身障害者通所施設「ピッコロ」で受入できるよう、対応を検討中で
す。

21 29 1 2 46
p46では、医ケア児関係の困りごとが多い結果となっている。これに対して具体的にどう対処していく考え
か。

医療的ケア児コーディネーターの育成配置、関係機関との情報共有、利用
者への相談先の周知などに努めてまいります。

22 30 2 4 64

p64の「医療的ケア児等支援関係機関連絡会」で意見が出ていたが、①在宅レスパイトの登校への利用は可
能にならないのか。②委員からも指摘があったが、連絡会の委員に「医ケア児を育てている親」はいつ加
わるのか。

①、②ともに検討中です。

23 31 3 3 119

p105 に「医療的ケアが必要な児童・生徒の入学については、主に就学相談を通し、本人の健康状態、ケア
の種類、方法等を保護者、主治医、入学する学校等と相談しながら進め、看護師を配置しています」とあ
る。医療的ケア児の保護者に対する区立学校への付き添いは、今も求めておらず、今後も原則求めないと
いう理解でよいか。

保護者に付添いの協力を得ることについては、医療安全を確保する観点か
ら、医療的ケア児の健康状態に応じて必要な情報を引き継ぐ場合などが考
えられます。協力を求める際には、丁寧に説明してまいります。
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24 33 - - -

18歳以上の在宅の方対象の実態調査（問37）で、大人の日中一時支援事業のニーズが10％以上ある。団体
ヒアリングでもニーズの声があがっていた。家族の就労という視点からも重要。新宿区では障害者対象の
日中一時支援（日中ショートステイ、土曜ケアサポート）を実施している。①品川区の見解は。②実施の
目途は。

①②個々の心身の状況や環境等により、必要なサービスは異なりますの
で、現在は、短期入所、生活介護における延長支援や訪問系サービス等複
数のサービスで支援をしています。令和6年障害福祉サービスの報酬改定
に向け、既存の障害福祉サービスにおける延長加算の見直しが検討されて
おります。国の動向を注視してまいります。また、利用者のニーズ等を踏
まえ、検討してまいります。

25 37 3 3 119

p121の精神障害者の地域移行について。①地域自立支援協議会で委員からたびたび要望が出ていた、長期
入院中の精神障害者に対する地域移行の意向調査はいつどのように行なうのか。保健所と調整中との話
だったが、今後の展開は。②記載が5行のみで大変少ない。新宿区の素案ではこの内容に2ページを割いて
いるが。

①令和5年度後半に意向調査を実施しており、今後地域移行を促進するた
めの課題抽出および支援について検討してまいります。

26 39 1 2 29

p29の「避難行動要支援者への個別避難計画」について。「令和3年度44件、令和4年度403件」作成とあ
る。①具体的にどのような障害の方が作成対象なのか。②現状で何割作成済なのか。

①品川区地域防災計画に定められた避難行動要支援者が対象となってお
り、障害のある方は、「身体障害者手帳所持者のうち１～３級に該当する
者」「愛の手帳所持者のうち１～２度に該当する者」「精神障害者保健福
祉手帳所持者のうち１～２級に該当する者で避難誘導に支援が必要と区が
判断する者」となっております。

27 40 3 3 125

p126に「避難行動要支援者への個別避難計画作成」とあるが、①誰が作成するのか。相談支援専門員か。
②相談支援専門員が作成するなら、サービス利用のない障害者の分は誰が作成するのか。③いつまでに必
要となる方全員の分が作成される見込みなのか。④「取り組む」のみでなく、こういったところまで具体
的に書く必要があるのではないか。それについての見解は。

作成方法については、国および東京都の取組指針に基づいて実施していま
す。作成は主に担当の相談支援専門員が行い、サービス未利用者は本人作
成ですが、支援が必要な方には地域拠点相談支援センターが支援しており
ます。計画は障害者施策全体の方向性やサービスの方策等を記載するもの
と認識しています。

28 41 1 2 29
p29の在宅人工呼吸器使用者への自家発電装置給付について。①これまで何件支給したのか。②対象者はど
のようにして把握しているのか。③告知はどのようにしているのか。

①令和5年12月現在６件給付決定しています。　②③災害時個別支援計画
作成者を対象としているため同計画作成時に案内をしております。

29 42 3 3 125

p127の人工呼吸器等医療機器の電源の必要な方について。①現状で災害時にどこへ避難して電源を取るこ
とになっているのか。②区は人工呼吸器使用者等が電源を取れる避難場所を、現状で区内に何カ所設置で
きる見込みなのか。

お一人お一人の状況や事情を考慮する必要があり、個別支援計画作成時に
支援方法や避難方法について考えてまいります。

30 43 3 3 125

p127の災害時の支援について「人工呼吸器等の医療機器の電源の確保や障害に応じた情報伝達手法等につ
いて、支援方法や避難方法を防災関係機関と連携して検討を進めます」とあるが、今後3年間で検討のみを
行うのか。実際に能登でも大規模な地震が起きている。何年たっても検討の域を出ない印象。検討ではな
くきちんと体制整備までもっていくことは品川区にはできないのか。それについての見解は。

お一人お一人の状況や事情を考慮する必要があり、個別支援計画作成時に
支援方法や避難方法について考えてまいります。

31 44 1 2 29
p29に「品川区・区内三消防署合同水防訓練・避難施設開設訓練に聴覚障害のある人と視覚障害のある人が
参加しました」とある。知的や身体、精神の方々に対しては、区からどのような声がけを行ったのか。

聴覚障害のある人と視覚障害のある人が参加する訓練として実施しまし
た。

32 45 1 2 32
p32の「権利擁護体制の構築」について。品川には福祉オンブズマンがない。大田区では毎年件数のみなら
ず具体的な対応事例までホームページで公開している。本来なら計画で実施すべき内容。品川区ではなぜ
福祉オンブズマンを実施しないのか。それについての見解は。

ご意見として承ります。

33 47 1 2 33 p33の「障害者差別解消推進本部」は、庁内のどこの課にあるのか。 事務局は障害者施策推進課、人事課、人権啓発課がしています。

34 48 3 3 133

p134の「品川区虐待防止ネットワーク推進協議会」について。①委員名簿と議事録は公開されているの
か。②委員構成は。③委員には障害者団体の代表等は入っているのか。

①取扱注意の情報を含むため、委員名簿や議事録の公開はしておりませ
ん。
②協議会は、行政、福祉や保健医療の関係団体、警察署、その他町会自治
会、民生・児童委員、人権擁護委員等で構成されています。詳細は区ホー
ムページに掲載の「品川区虐待防止ネットワーク推進協議会設置運営要
綱」をご覧ください。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/contentshozon2022/gyakubou2022
.pdf
③品川区障害者七団体協議会会長が委員として参加しています。
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35 50 3 3 127

p129に「令和4（2022）年度に庁内に設置した「業務支援室」では、障害者が専門スタッフの支援を受けな
がら軽作業等に取り組み、各課の業務を支援します」とあるが、具体的でないため内容がよくわからな
い。①現在何人が雇用されているのか。②雇用形態は。

①令和6年1月時点の雇用状況は以下のとおりです。
専門スタッフ：3名　作業者：6名
②会計年度任用職員として1日6時間勤務となります。
（勤務日数：週4日もしくは5日）

36 51 1 2 32

p32に今年度「超短時間就労促進事業を開始した」との記載があるが、区ホームページを調べても出てこな
い。①どの法人がどのようにして行っているのか。②どのように告知しているのか。③現時点で利用者は
何人登録しているのか。④実際に提供できていないのであれば「開始見込み」と記載するべきではないか
と思うが、それについての見解は。

令和5年度は、区内における就労環境の分析を行なうとともに、地域自立
支援協議会の就労支援部会と連携して、モデル実施した事例についてシン
ポジウムで報告しました。令和6年度は、働きたい方と企業等とのマッチ
ングに向けて取り組みを進めてまいります。

37 52 - - -

大田区や横浜市等では、障害者地域作業所等交通費助成を行っている。横浜市では、地域作業所等の通所
施設に加え、精神科デイケアも対象で、本人のみならず家族などの送迎介助者の交通費も助成している。
同様の助成について、品川区は必要性をどうとらえているのか。

交通費助成だけでなく、各種手当や助成金等は、自治体により制度の有無
や金額は様々です。現時点で作業所および精神科デイケアに通所するため
の交通費助成については、助成の予定はございません。

38 53 2 4 70
18歳以上の在宅の方対象の実態調査（問22-1）で、「仕事をする上での困りごと」が3年前の前回調査に比
べて各項目で増加していた。これについて今後どう改善していくか具体的に。

雇用関係に起因する困り事が多いため、ハローワーク等の関係機関と連携
を図り対応していきます。

39 55 3 3 104
p105の地域生活支援事業のうちの「手話通訳者設置事業」について。P61-62の「第2部第3章　施策の方向
性」の6、9でも情報アクセシビリティや行政の配慮について書かれている。行政窓口での手話通訳の日数
を増やしてほしいとの要望が出ているはずだが、それについての見解は。

手話通訳者の配置日数の拡大する予定です。

40 56 1 2 39
p39の「相談時の困りごと」で児者ともに「どこに問い合わせたらよいかわからない」が最も多いのは深
刻。これにどう対処していく考えか。

区ホームページ等により、相談場所の周知に努めます。

41 57 3 3 130

p130に「ウェブアクセシビリティに基づくホームページの改修」とあるが、区ホームページの「障害のあ
る方へ」のページが依然見づらく、必要な情報がきわめて探しにくい。改修の目途は。

品川区では毎年ウェブアクセシビリティ試験を実施し、結果を踏まえアク
セシビリティ上改修が必要な箇所については改修を行っております。今後
も、試験結果や皆さまからのご意見を参考に、誰もが平等に情報を取得で
きるホームページの作成について、各部署に周知してまいります。

42 58 1 2 44
p44の「サービス利用の際の困りごと」でも児者ともに「サービスに関する情報が少ない」が前回同様トッ
プ。従来と変わらないやり方では周知に限度がある。今後どのようにサービス情報等の周知をしていくの
か、具体的に。

区ホームページや「障害者福祉のしおり」等により、各種情報の分かりや
すい周知に努めます。

43 59 3 1 86

p87の「地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進」については保育所等訪問支援が目標項目に
なっており、保育所等訪問支援でやるような書き方になっているが、他にはないのか。

インクルージョンは、理念的なものであるため、数値化が難しい項目で
す。そのため、数値化できる保育所等訪問支援利用者数を成果目標として
採用しました。

44 60 3 3 136

p137に「教育のインクルージョン」として固定級や通級、特別支援教室を設置とあるが、それが教育のイ
ンクルージョンの推進に該当するという見解なのか。

同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児
童生徒に対して、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援
学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意してまいります。

45 62 - - -

新庁舎ができることは決定事項かと思うが、新庁舎についての記載がない。新庁舎内でのアクセシビリ
ティ対応としてバリアフリートイレの設置や、福祉の窓口一元化、福祉避難所などについての記載が必要
と思うが、それについての見解は。

新庁舎の竣工は計画期間外に予定されているため掲載しておりませんが、
誰にでもやさしく便利で機能性にあふれた庁舎の実現に向けて策定した｢
品川区新総合庁舎アクセシビリティ整備の手引き｣に基づくハード面の環
境整備に加え、ソフト面の取組みについても総合的に検討してまいりま
す。

46 63 - - -
区立施設のバリアフリートイレなどは、完成した後になって車いす利用者が使用できないことが判明する
ケースが散見される。事前に当事者を交えて検討し、設計の際にきちんと当事者の話を聞くことが必須か
と思うが、それについての見解は。

ご意見として承ります。

47 64 3 3 110
品川区相談支援専門員マニュアルについての記載がない。①現在は運用していないのか。②今後も本マ
ニュアルに従って運用していくなら、p110の「施策の柱1　相談支援の充実」のところに明記するべきでは
ないかと思うが、それについての見解は。

「品川区相談支援専門員マニュアル」に沿って相談支援をおこなうことが
前提との認識から計画には記載しておりません。
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48 66 3 2 104 p106の「基幹相談支援センター等機能強化事業」とは具体的に何をするものか。

障害者総合支援法第77条に定められている地域生活支援事業のうち、市町
村必須事業とされる事業の1つです。
具体的な内容は、以下とされております。
（ア） 基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専
門的職員（注）を配置。
（注） 主任相談支援専門員、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、
市
町村等の相談支援機能を強化するために必要と認められる者
（イ） 基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組
・ 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言
・ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援（研修会の企画・運営、日常
的な事例検討会の開催、サービス等利用計画の点検・評価等）
・ 地域の相談機関（相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相
談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種
の相談機関等）との連携強化の取組（連携会議の開催等）
・ 学校や企業等に赴き、各種情報の収集・提供や事前相談・助言
・ 地域の相談支援事業者が実施したモニタリング結果及び地域において
セルフプランにより支給決定されている事例の検証
（ウ） 基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組
・ 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
・ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート

49 67 3 1 81

p82の「地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討」で、「年1回以上～運用状況を検証及び検討す
る」とあるが、どこの会議体で検証・検討するのか。

国の「地域生活支援拠点等の機能充実に向けた運用状況の検証及び検討の
手引き」に記されたプロセスに基づいて実施しております。
具体的には、コアメンバー（整備主体である市町村の担当者や拠点コー
ディネーター、地域生活支援拠点等に位置付けられている機関の管理者
等）での検証をし、地域自立支援協議会による評価を行うこととされてお
ります。

50 68 3 3 114
p116に「地域生活支援拠点等の整備を進めてきた」とあるが、現状でどの程度の緊急対応や体験の提供が
できているのか、どの程度整備されたのかを具体的に。

現時点でも整備を進めている中にあり、計画には記載しておりません。

51 69 3 2 93
p93の重度訪問介護について。知的障害のみの方にも重度訪問介護が支給決定されれば、施設を出て地域で
の一人暮らしが可能になるケースもある。品川区ではこれまで知的障害のみの方にも重度訪問介護を支給
決定した実績はあるのか。

実績はござません。

52 71 - - -

前回の計画では「障害者福祉課の事業一覧」として8つの事業が掲載されていた。本計画から「インクルー
シブひろばベル」や医療ショートステイ事業、在宅の人工呼吸器使用者への非常用電源確保もここに新た
に掲載されるということか。

本計画では、区の独自事業に「インクルーシブひろばベル」と「医療
ショートステイ事業」を掲載する予定です。在宅の人工呼吸器使用者への
非常用電源は日常生活用具の品目のため、独自事業には掲載しません。

53 72 - - -
「障害者福祉課の事業一覧」として計画に掲載される事業と、掲載されない事業の違いは何か。 紙面の制約や計画策定の趣旨から、主要な事業のみピックアップして掲載

しました。

54 73 - - -
区の独自事業は「後日挿入予定」ではなく、素案に掲載するようにしていただきたい。 ご意見として承ります。第４回品川区障害福祉計画等策定委員会でご提示

する計画案には掲載の予定です。

55 74 3 1 88
p89で、地域自立支援協議会の専門部会をひとつ増やすとの目標になっている。誰がどのようにして、何の
部会を増やすのかを決めるのか。

地域課題を解決するのに適した専門部会の新設について検討いたします。

56 76 2 4 66
p66の「重点的に取り組むべき施策3」に記載のある「区ホームページやパンフレット等の更新による情報
発信・情報提供」が「主な施策・取組」に見当たらない。なぜ加えないのか。

全ての施策・取組に共通することであるため、文中への記載としました。
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57 77 3 1 83
p73の「計画の成果目標4」の「福祉施設から一般就労への移行」が「主な施策・取組」の中に見当たらな
い。なぜ加えないのか。

就労継続支援・就労移行支援事業所、ハローワークなどの関係機関を主に
中心に障害福祉サービスとして提供しているため記載を省きました。

58 78 - - -

アンケート調査結果について。今回からウェブ回答も取り入れたのに回答率が低い。①理由は何であると
分析したか。②今後どう改善する考えか。

今回調査から回答率を高めるため、ウェブ回答を導入しましたが、残念な
がら回答率は向上しませんでした。「設問が多い」「時間がかかる」との
ご意見もあり、設問数と回答率はトレードオフの関係にあります。従っ
て、回答率を大幅に上昇させるには設問数を抑える必要があると考えてい
ます。

59 79 - - -
実態調査のアンケートは、特に事業所の回答率が低い。①電話によるリマインドなどを実施したのか。②
今後どう改善する考えか。

アンケート調査への回答は、事業者の任意であり、電話でのリマインドは
行っておりません。次回調査までに検討いたします。

60 80 - - -
計画策定委員会の次回開催は春頃になるはず。日程が決まっているなら開催前に、区報で開催案内を告知
できると思うが、いかがか。

各委員の日程調整や議題等がまとまり次第、区ホームページで開催時期を
お知らせいたします。

61 81 - - -
厚生委員会に基礎調査報告書が報告された際、詳細版ではなく簡易版が議会資料とされた。厚生委員会へ
の報告の際は詳細版を出していただきたい。

ご意見として承ります。なお、基礎調査報告書の詳細は区ホームページで
公開しております。

62 82 3 3 111

【素案の書き方・掲載方法】
p114-115（施策の柱2　地域生活の支援の充実）の「主な施策・取組」で、「協議していきます」「協議お
よび検討を行っていきます」「検討を進めます」と書かれているが、3年間かけて協議・検討のみ行うの
か。3年間かけて検討するのではなく、実施まで持って行く必要がある。協議・検討のみで終わらせず、実
施まで行うことを記載すべきと思うが、区の見解は。

事業を効果的・効率的に進めるため、事業検討は不可欠です。協議・検討
の終了後に実施できるものは速やかに取り組んでまいります。

63 93 3 2 92

行動援護は月86時間の提供を見込んでいるが、提供できることを相談支援事業所や区民は把握しているの
か。これまでサービス提供できた実績がないので、区内相談支援事業所は諦めていて利用者に提案するこ
ともしなければ、利用者も利用できることになったのを知らない状況ではないかと想像する。今後どのよ
うにして周知していくのか。

以前から指定を受けた事業所はありますので、ご利用の可否については事
業所のとの契約となります。

64 94 - - -
計画本編を検索すると「充実を図ります」が31回も出てくる。ずいぶんワンパターンというか通り一遍な
表記ではないかと思うが、区の見解は。

ご意見として承ります。

65 95 3 3 123

p125 の「（2）早期発見・早期支援の充実」で、「切れ目のない～支援につなげます」「区内の支援体制
充実を図ります」の記載があるが具体性に欠ける。具体的に何をするのか。

P125に記載のとおり、切れ目のない一貫した支援を提供する体制構築のた
めに、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携
を図り、発達段階やライフステージにおける個別ニーズに対応した支援に
つなげることです。

66 96 - - -
品川区の計画の伝統芸だが、「検討を進めます」「検討を進めていきます」「検討を行います」が多すぎ
る。3年間かけて検討して終了なのか。

事業を効果的・効率的に進めるため、事業検討は必要不可欠です。協議・
検討後に実施できるものは速やかに取り組んでまいります

67 97 3 3 119

p121で「保健、医療、福祉の関係機関等の協議の場で、精神障害者が安心して生活できるよう見守り体制
の構築について検討します」とあるが、3年間かけて検討するのか。「構築します」とは言えないのか。

精神障害者が地域で安心して生活するために、次年度から「品川区精神保
健福祉地域連絡会」等の会議体の機能が発揮できるよう、会議体について
見直す予定です。まずは、新たな会議体において、精神障害者の見守り体
制の構築に向けて検討します。

68 88 - - -
支援の質について。区内の生活介護での活動は「ドライブ・カラオケ・DVD観賞」が多いと聞く。「創作的
活動・生産活動の機会の提供」も生活介護の役割。そこを充実させていく意向について区の見解は。

利用者の声を踏まえて、区立の生活介護の活動内容の充実を図ってまいり
ます。

69 100 - - -
品川区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」にある子ども発達相談室について。①現在初回面談は何人待
ちなのか。②今までも最も多かったときで何人待ちだったのか。②初回面談待ちを改善するためには何を
する考えか。

初回の電話相談時にお話を丁寧にお聞きするとともに、面接の受付件数を
増回する等の対応により、初回相談でお待ちいただくことは解消しており
ます。

70 101 - - -

品川区のパブリックコメントのページには「制度の概要」として「区民意見公募手続（パブリックコメン
ト）とは（中略）いただいたご意見とそれに対する区の考え方を公表する制度です」とあるのに対し、前
回の計画のパブコメでは「ご意見として承ります」の回答が78件もあった。パブリックコメントは「区民
意見公募手続」であるので、こちらは当然意見として送付している。「いただいたご意見とそれに対する
区の考え方を公表する制度」としている以上、「ご意見として承ります」のみでは不十分であり、意見に
対する区の考え方を公表することが必須ではないか。それについての見解は。

ご意見、ご質問については、庁内調整や議会報告等が必要となるため、即
答できない場合もございます。

71 102 1 2 25
p25の中期のふたつめの〇に「令和元（2019）年度 、相談支援事業所の整備を促進するため、補助制度を
創設し、民間事業所の誘致を図りました」とあるが、この補助事業は1年間のみだったのか。

令和5年度現在も継続実施しております。
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72 124 2 4 68

p68の本文下から5行目に「障害福祉サービス事業所連絡会の開催」とある。品川区では現状事業所連絡会
がほとんど存在・機能していない。①どこが呼びかけて開催するのか。②どのサービスでの連絡会開催を
想定しているのか。③いつまでに始めるのか。④すでに始まっているのであればどのサービスで、どのく
らいの頻度で開催しているのか。それぞれ区の見解は。

事業所連絡会は、連絡事項等の情報共有のため、区と品川区立心身障害者
福祉会館や品川区立障害児者総合支援施設が連携して実施しています。年
に2回程度連絡事項の内容により、関係するサービス事業者に参加を呼び
かけております。他、グループホーム連絡会や精神連絡会、就労支援にか
かる連絡会等、サービス種別や障害種別等により、連絡会を実施していま
す。

73 137 3 2 104
p106の「排泄管理支援用具」の令和5年度の実績が4～8月の累計値にしても多年度に比べて少なすぎる。年
度後半や年度末に多いのか。要因は何か。

支出済みの実績をもとに計上したためと推測されます。令和5年12月現在
では3,366件であり支給実人数も減少しておりません。

74 138 3 2 106
p108の「障害者救急代理通報システム」の令和5年度の実績が4～8月の累計値にしては多年度に比べて多
く、倍増の勢い。要因は何か。

利用実戸数で表記しています。

75 149 3 3 134

p135に「行政における合理的配慮の提供の充実」とあるが、障害のある子どもがすまいるスクール利用
前・利用中に区の担当職員から繰り返し「個別対応はできない」と釘を刺された。トイレへの誘導すらも
「個別対応はできない」と言われた。この対応は「行政における合理的配慮の提供」として正しいのか。
区の考え方は。

個別案件に関しては回答できませんが、利用希望に対しては、合理的配慮
の提供の観点をふまえて判断すべきと考えます。

76 150 3 3 134

p135に「行政における合理的配慮の提供の充実」とあるが、障害のある子どもがすまいるスクール利用
前・利用中に区の担当職員から繰り返し「個別対応はできない」と釘を刺された。この件について、当該
発言をした職員に未だ聞き取りをしていないと聞いたが、区の対応として正しいのか。区の考え方は。

個別案件に関しては回答できませんが、利用希望に対しては、合理的配慮
の提供の観点をふまえて判断すべきと考えます。

77 151 3 3 134

p135に「行政における合理的配慮の提供の充実」とあるが、障害のある子どもがすまいるスクール利用
前・利用中に区の担当職員から繰り返し「個別対応はできない」と釘を刺された。この件について、当該
発言をした職員に未だ聞き取りをしていないと聞いたが、今もこの区職員は同様の発言を、すまいるス
クールを利用する他の障害児に対して行っているのではないか。これに対して区の考え方は。

個別案件に関しては回答できませんが、利用希望に対しては、合理的配慮
の提供の観点をふまえて判断すべきと考えます。

78 152 3 3 134

p135に「行政における合理的配慮の提供の充実」とあるが、障害のある子どもがすまいるスクール利用
前・利用中に区の担当職員から繰り返し「個別対応はできない」と釘を刺された。この件について、当該
発言をした職員に未だ聞き取りをしていないと聞いたが、今もこの区職員は同様の発言を、すまいるス
クールを利用する他の障害児に対して行っているのではないか。これに対して区の考え方は。

個別案件に関しては回答できませんが、利用希望に対しては、合理的配慮
の提供の観点をふまえて判断すべきと考えます。

79 153 - - -

計画策定後に説明会を実施していただきたい。「わかりやすい版」だけでは障害のある方にはわかりにく
い。①実施しないなら、なぜしないのか。②他区では実施しているが、なぜ品川区では説明会は不要とい
う考えなのか。区の考え方を示していただきたい。

ご意見として承ります。

80 155 - - -
品川児童学園の子ども発達相談室の初回相談待ちの「期間」について。①現在初回相談は何カ月待ちに
なっているのか。②これを解決するための区の考え方は。

初回の電話相談時にお話を丁寧にお聞きするとともに、面接の受付件数を
増回する等の対応により、初回相談でお待ちいただくことは解消しており
ます。

81 156 3 3 124

p126「災害時に地域や身近にいる人同士が互いに助け合う「共助」の必要性について周知・啓発を行いま
す」とあるが、障害者は概ね助けられる側。災害時は他人のことまで手が回らなくなるのが普通。主に助
ける側の人たちに対してどのように周知・啓発を行っていくのか。区の考え方を示していただきたい。

災害発生時は障害の有無の区別なく、困っている人を救う行動が必要とな
ります。周知啓発については、広報紙などでの周知を図るとともに、地域
の防災訓練に障害のある人もない人もともに参加することで当事者意識の
醸成を図ります。

82 161 3 3
114
121

p116に「重症心身障害の子どもを対象とした児童発達支援・放課後等デイサービス事業所を運営経費の一
部補助等を活用して、民間事業所の誘致を図ります」とあるが、補助金の出ない誘致の場合、どこにどう
やって働きかけるのか。たとえばp67の「民間の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の誘致に積極
的に取り組む」や、p123の「（放課後等デイサービス等の）民間事業所の誘致を図り、サービス提供体制
の充実を図ります」については、具体的に誘致のために何を行うのか。区の考え方を示していただきた
い。

主に事業者からのニーズ調査や開設相談などの機会をとらえて、事業所開
設を依頼しています。

83 162 2 4 65

p65の「生活介護や就労継続支援B型などの日中活動系サービスの拡充に努めます」とある。①拡充とは具
体的に何をさすのか。②拡充のために具体的に何をするのか。区の考え方を示していただきたい。

生活介護、就労継続支援B型の拡充のため、小山台国家公務員宿舎跡地に
生活介護、就労支援継続支援B型を開設する予定です。
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84 163 3 2 94

p96に「就労継続支援B型は定員割れの事業所もあり、現時点でのサービス確保はできています」とある
が、実際に自分の子どもが通いたいと思うB型事業所や、また親が通わせたいと思うB型事業所も現在の品
川区には一カ所もない。支援の内容や作業に魅力がないなど、ニーズに合っていない可能性は考えないの
か。区の考え方を示していただきたい。

就労支援事業所のサービス内容については、事業所と協議しながら、本人
のニーズにより適した内容となるよう、工夫してまいります。

85 164 3 2 94

p96に就労継続支援B型について「今後、障害者の重度化・高齢化にともない送迎を必要とする利用者が増
える可能性があり、利用者ニーズの動向を注視していきます」とある。①現状で送迎を行っているB型事業
所は区内に何カ所あるのか。②それは民立か区立か。③3年かけて利用者ニーズの同行を注視するだけなの
か。区の考え方を示していただきたい。

①送迎のある就労継続支援B型事業所は区内に民間事業所が１か所ありま
す。
②小山台国家公務員宿舎跡地に送迎のある就労継続支援B型を開設しま
す。その後については、障害者の高齢化・重度化による利用者ニーズの変
化等を注視して対応していきます。

86 165 3 3 112

発達障害者成人の親です。将来、家族と品川区で生活したいという希望を本人たちは持っております。そ
の時に問題になるのが、住まいです。現在の住まいは、マンションで、将来子どもたちが高齢になるころ
は、転居が必要になると思います。本人たちも不安をもっていますが、グループホームは集団が苦手とい
う発達特性上あまり適切ではありません。
施策の柱２の、「地域生活の移行・継続の支援」の内容で「不動産関係団体、居住支援団体、区等で構成
された居住支援協議会において、住まいの確保に配慮を要する方の民間賃貸住宅への入居に関する支援策
等について、協議および検討を行っていきます」という施策の具体化を強く希望いたします。親の力で将
来の住まいを用意するのは、限界を感じております。

区では、ご自身で住まい探しをすることが困難な障害者等に対して、不動
産事業者と連携した民間賃貸住宅をあっ旋する住宅確保要配慮者入居促進
事業を令和３年１１月より実施しているところです。今後、入居に関する
支援のさらなる充実に向けて、居住支援協議会において、引き続き協議を
すすめてまいります。

87 166 - - -

内容が非常に多いので、出来れば、「説明会」を開催して頂き、簡潔に纏めて頂きたいです。その際に如
何しても「説明会」は区役所の存在する大井町近辺に限られるのが、やむを得ないと、お考えとかとは思
いますが、私自身、超高齢者（現在：76歳）なので、出来れば会場は、武蔵小山荏原第一区民集会所・第
一集会室を考慮して頂ければ、幸いです。

ご意見として承ります。なお、計画については本編だけでなく、計画内容
を分かりやすく記載した「概要版」、「わかりやすい版」を作成します。

88 167 - - -

西大井福祉園の職員の皆さんにご協力いただきながら、元気に通園させていただいております。
ありがとうございます。
先日の第一回グループホーム開設にむけての相談会にも参加させていただきました。
地域で自立した生活ができる場所を切に希望いたします。
遠方ではなく、地域にこだわります。
G・Hなどの箱物の充実に合わせ、訪問系、特に重度訪問介護の充実は、必須です。
重度訪問介護の人材育成、人材確保にご尽力いただきたいです。
森沢区長のマニフェストに賛同し、一票を投じました。
大いに期待しているところです。
古希を迎えました。
元気なうちに、息子が、地域で豊かに暮らしていける場所を見届けたいです。
どうぞよろしくお願いします。

区では地域で障害者が安心して暮らせるよう、グループホーム整備を推進
しています。また、訪問系サービスは重度障害者の暮らしを守るため欠か
せないサービスのため人材確保・人材育成に努めてまいります。

89 168 1 2 16

データでは精神障害者手帳取得者が倍増しているとのことですが、区としては具体的にどのような対応を
考えていらっしゃるのでしょうか。
第3部第1章2（P.79）で精神病院からの退院後の地域包括ケアシステムの構築については記載されています
が、精神障害者手帳取得者全員が入院しているわけではないと思います。
これだけ精神障害者手帳取得者が急増している中で、医療から福祉への連携はうまく行っているのでしょ
うか。

精神疾患のある方への対応についは、手帳の取得の有無に関わらず、医
療・保健・福祉についての連携を強化し支援していきます。在宅の精神障
害のある方についての支援は、日常的に個別支援の中で、医療・保健・福
祉連携して行っています。

90 169 2 3 59

以前は1歳半健診等で発達の指摘をされた後は保健センターから児童発達支援センターを紹介されても療育
先が見つかると児童発達支援センターの利用が不可となっていましたがその仕組みは変わるのでしょう
か。親は病院・療育先・相談支援事業者・保育所等訪問支援事業者・保育園等全て自ら探さなければなり
ません。子どもの障害に対する知識不足や不安も大きい中で奔走するのは非常に大変なことであるため、
保健センターが主体となり医療や福祉と連携していく仕組みを構築していくことを希望します。

現在は利用可能です。また、障害児通所支援事業所につきましては、お子
様に合う事業所かの確認を含め、見学されることをお勧めしていますの
で、基本的には申請前に通所される事業所をお決めいただいております。
事業所情報についてはホームページにも掲載しておりますが、障害者支援
課でもご案内はしております。
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91 170 2 3 62

児童発達支援や保育所等訪問支援サービスの支給日数について、障害福祉課の窓口で日数を増やしてほし
いお願いをすると「効果的な成長等が認められる見込みがないと支給数を増やせない」や「税金なんです
よ」等と配慮のない発言をする担当者がいらっしゃいます。
また、障害福祉課に「異動してきたばかりだから質問されても応えられるかわからない」、という担当者
もいらっしゃいます。
障害福祉課を利用する区民は保育園等のように一時的な利用者ではないケースが多いと思います。そのた
め利用者やその家族の立場に立って事務的な回答だけではなく、福祉サービスを必要とする利用者や家族
に寄り添える適正な人員配置と利用者をサポートできる計画的な人事異動を希望します。

職員がそのような発言をしたのであれば、大変申し訳ございません。区民
に寄り添った対応を心がけるよう徹底してまいります。

92 171 2 3 62

具体的にどのようなもの目指しているのでしょうか。（地域学校との交流など？）
特別支援学校の生徒数は増える一方ですが、区立の特別支援学級数はほとんど増設されずされたとしても
遠方等で通うことが現実的ではないケースが多いです。
いきなりインクルーシブとするのではなく、まずは区内小学校全校へ特別支援学級を設置することで就学
時に障害児が就学先を選択できる環境整備を求めます。

同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児
童生徒に対して、連続性のある「多様な学びの場」を用意してまいりま
す。また、交流及び共同学習では、特別支援学級と通常学級との交流や特
別支援学校と地域の学校との交流など実施しています。
新たな特別支援学級の設置については、就学人口の推移や学校の施設状況
を鑑みながら今後も検討してい参ります。

93 172 2 3 63

すまいるスクールなどにおいてもインクルージョンの推進に取り組む、とありますが、特別支援学校の生
徒に対する受け入れ体制は整っているのでしょうか。
以前は特別対応はしない、受け入れられないというケースも多々あったと思いますが、その点については
改善されているのでしょうか。
加配の配置等も想定されているのでしょうか。

すまいるスクールの利用においては、特別支援学校に在籍する児童の受け
入れも行っております。
利用希望に対しては、合理的配慮の提供の観点や各すまいるスクールの利
用児童の人数や状況をふまえて加配を含め対応について判断しておりま
す。

94 173 3 1 81

強度行動障害とは初めからなるものではなく、支援が十分でなかったり、本人のニーズに合っていないこ
と等により引き起こされる二次障害のため、全体的な障害福祉サービスの充実が必要と考えます。
まずは2年もかけて人数把握や実態把握をするのではなく、早急に把握していただくことをお願いいたしま
す。

P81に記載のとおり、支援体制の検討終了後に整備を行います。

95 174 3 1 85

障害児の地域社会への参加や包容（インクルージョン）推進する体制とは
具体的にどのようなものを構築するつもりなのでしょうか。

国は児童発達支援センターに地域のインクルージョン推進の中核としての
機能を持たせる方向で検討を進めています。本区でも児童発達支援セン
ターを中心に関係機関と連携して地域のインクルージョンの推進に取り組
んでまいります。

96 175 3 1 89

障害福祉課の職員の異動が激しく、堂々と詳しくない、と相談者に言っている現状がありますが、この研
修は障害福祉課全員が対象なのでしょうか。それともそれ以外の課も対象なのでしょうか。
対象者何人に対しての目標数延100人なのでしょうか。（現状は延31人とのこと。）

障害福祉サービスに係る研修のため、主に障害者支援課職員（約30人）を
対象としています。また、研修内容はぞれぞれの担当業務や職務経験によ
り異なります。

97 176 3 2 94
利用日数23日/月だとすると1日あたりの利用時間は1時間足らずかと思います。
羽田空港の新飛行経路により騒音で外出がままならなくなっていらっしゃる方も多いことと思いますが、
利用時間を航路変更前から増やしていらっしゃるのでしょうか。

利用時間数の変更については、航路変更に限らず、支援の必要度合いの変
化など個々の状況によるため、一概に航路変更によるものだけではござい
ません。

98 177 3 3 136

前計画では計画的な特別支援学級、通級の増級を行うと掲げていらっしゃいましたが、特別支援学級はど
のくらい増級したのでしょうか。今回の計画には増級は掲げていないのは十分に増えたという認識のため
でしょうか。もしくはインクルージョンを推進するために特別支援学級の増級は行わないと言うことで
しょうか。

前計画以降は、令和３年度、小学校・前期課程において、知的障害特別支
援学級を２校開級。令和４年度、中学校・後期課程において自閉症情緒障
害特別支援学級を１校開級。令和６年度、小学校・前期課程において、自
閉症情緒障害特別支援学級を１校、難聴通級指導学級を１校開級予定と
なっています。
新たな特別支援学級の設置については、今後も検討してい参ります。
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99 179 - - -

①３章施策の方向性の１番に、自己決定支援があげられているが、情報提供の方法、支援者の研修等具体
的は方策がうかがえない。読み書きができずとも、あらゆる生活の場面で当事者が選択するための情報が
常にわかりやすく提供されることが重要。2013年被後見人の選挙権が回復されたことは当事者の大切な権
利と受け止め、私がかかわるグループホームでは入居されている方の投票行動支援を続けてきた。当事者
の選択、意思決定について毎回学ぶことが多い。支援者に自己決定支援に向けた研修養成プログラムなど
必要ではないか。
② 同時に、選挙活動への参加も選挙管理委員会との検討と合わせて取り組みの柱に入れてほしい。
③ グルーホームへの施策が喫緊の課題としてあるが、これまで比較的自主的に行動できる方の利用が多
かったように思う。誰もが住み慣れた地域で暮らすことを目指すのであれば、常時支援が必要な障害の重
たい方のグループホーム利用も当然考えるべきである。しかしながら、現在の職員配置基準では、当事者
目線の支援、人権保障、虐待防止の観点からも困難さがある。常時複数職員の配置など、区独自で可能な
バックアップ体制をうたってほしい。また地域での暮らし方に、重い障害のある方も「一人暮らし」の選
択を可能にするため重度訪問介護制度の利用者利用量の拡大をめざし、地域での様々な暮らしを支えるた
めの人材育成もおこなうべきである。
④ 今期の主要テーマの一つにインクルーシブ教育の推進とある。教室は社会の縮図である。教室には、障
害の有無、ジェンダー、外国籍の子など様々な背景を抱えた供たちがいてこそ、共に学び、共に生きるこ
とにつながる。地域に暮らすどの子も地域の学校で学ぶことが大切。支援学級や支援学校と分けられた環
境は「自分とは別の空間で学ぶ人」と受け止めてしまう。まずは皆が地域の教室でともに学ぶことを前提
とし、子供それぞれに応じ必要な個別教育支援を、人権に配慮し柔軟にかつ注意深く行うことが望まし
い。
⑤ 感想であるが、サービス全体の支給量が他区や市部と比較して少ないように見受けられる。また実施さ
れたアンケート内容は不明であるものの、地域での生活、グループホームや一人暮らしや日中活動の場、
働く場などがより具体的にわかりやすく紹介されれば「今いる施設で暮らしたい」が 37.5％はもっと少な
くなるのではないかと思った。

①意思決定支援については、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定
支援ガイドライン」の周知や、福祉カレッジにおける研修を実施してお
り、今後も取組を継続する予定です。
②障害者の選挙への参加を促進するため、関係団体のご意見も踏まえ、引
き続き投票所におけるわかりやすい案内、丁寧な対応等、投票しやすい環
境の整備に努めてまいります。
③常時支援が必要な障害者が利用できる障害者グループホーム（出石つば
さの家）の整備に取り組んでおります。人員基準は厚生労働省の省令に定
めれておりますが、区立の障害者グループホームでは都条例で定める人員
基準を上回る職員配置をしています。また、人材育成では介護職員初任者
研修を実施し、ヘルパー育成に取り組んでいます。次年度は区独自の支援
策により、ヘルパー人材の定着に努めていく予定です。
④同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある
児童生徒に対して、連続性のある「多様な学びの場」を用意してまいりま
す。個々の支援については、学習支援員や介助員などの配置を行っており
ます。今後も充実に努めてまいります。
⑤見込量は過去の利用実績に基づき、統計学的に算出した推計値となりま
す。見込量はサービスの利用上限を定めるものではなく、利用量が見込量
を上回る場合もございます。

100 180 - - -

本計画案で、障害福祉課が担当部分で、使われているインクルージョンでは、地域で安心してすごせる、
共感と共生の社会を唱っており、国連が定義するインクルージョンに近いと理解しています。その理解で
よろしいのでしょうか？
一方、P62のインクルーシブ教育システム、P136のインクルージョンは、総合教育センターが担当と思わ
れ、文科省の提唱する偽りの"インクルージョン”を指していると読めるため、国連の勧告に従い、書き方
を変更する必要があります。原稿の特別支援教育制度は、国連の定義するインクルーシブな教育ではな
く、分離教育に当たります。
なお、昨年、世田谷区では、保坂区長が同区の教育方針を、国連の提唱するインクルーシブ教育に方向転
換すると宣言しました。森沢区長・品川区も、品川区の教育を国連の提唱するインクルーシブ教育に方向
転換することを区の方針に明示的に入れていただきたい。区の教育方針に一言入れても、国連の提唱する
インクルーシブ教育が一夜に実現するわけではありませんが、長期的にその方向に進むことが明らかにな
るだけで、障害児の保護者は安心できます。子供の支援を現場の教職員任せとせず、区も主体的に取り組
んでいただきたいです。

国連は、障害の有無にかかわらず、こどもたちを一緒の通常級で学習させることを求めており、この際、
必要な合理的配慮をつける必要があると述べています。またずは、障害児に、通常級で普通に学ぶ権利が
あることを国内で明文化していただきたい。また、品川区では、何人かの障害児が通常級で学習していま
すが、必要な合理的な配慮がなされておらず、苦労しています。目黒区や世田谷区などのように希望すれ
ば支援員（※）を週３～５回利用できる制度を拡充するなど、国連勧告に従い、優先的に予算をつけ、早
急に合理的配慮をつけてください。国連の唱える障害児教育は、通常級での学びが『主』であり、特別支
援教育制度が果たす役割は『副』と考えています。
（※）支援員の確保（より効果的な採用、研修、支援員が継続的に就労しやすい環境整備等）を計り、児
童・生徒の学校生活や教育に対する合理的配慮の実現に向けて、愚弟的施策の検討、実施を進めていただ
きたいです。

現在、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズの
ある児童生徒に対して、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特
別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておりま
す。
就学に際しては、就学する一人一人の児童・生徒の状況や発達の状態に応
じた教育が行われるよう就学相談委員会の中で相談を行っています。その
際、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最
大限尊重しているところです。
個々の支援については、現在、学習支援員や介助員の配置を実施しており
ます。今後も充実できるように努めてまいります。
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101 181 - - -

移動支援
国連勧告７，８項では、移動支援についても言及していますが、障害児を抱える保護者にとって、移動支
援は頭の痛い問題です。せっかく良い療育施設を見つけても、移動支援が得られず、利用を断念すること
が少なくありません。障害があるから、シングルペアレントであるから、教育の機会が奪われるのは、差
別にあたります。

移動支援の見込み量確保のための方策に記載のとおり、移動支援従事者養
成研修等を開催し、ヘルパー育成に取り組んでいきます。

102 182 - - -

就学相談等での、学校サイドからの暴言
私の所属している「品川・地域で共に生きる会」には、普通級への進学を希望した保護者が、学校から、
「通常級は、障害児がいるべきところではない、受け入れは無理」、「障害児が通常級に進むのであれば
６年間親が付き添ってください、通学、プール、学校旅行行事では付き添ってください。親の責任です」
と自己責任を求める暴言を受けたとの報告があります。障害児の親は、こどものため、できる限りのこと
をしたいと思ってはいますが、学校サイドの発言は、障害者権利条約に反していることはあきらかです。
同じような状況は、不登校児童とその保護者に対しても起こっています。そもそも、障害児や不登校児の
保護者に自己責任を求める発言は、日本で低下している出生率にどのような影響があるか、考えたことが
あるのでしょうか？学校で学ぶ子どもの8.8％になんらかの障害があり、不登校児童数が30万人に達する
中、保護者の自己責任を学校や政府が唱えれば、若い世代に子どもを産みたい、育てたいという希望、気
持ちに明らかにマイナスの影響があることが分からないのでしょうか？教育委員会や学校関係者に、障害
者権利条約の精神に関する再教育が必要と考えます。

就学に際しては、就学相談の内容を、本人・保護者に対し十分情報提供を
しつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重しています。
各学校へは、そうした就学相談の対応を校長連絡会等の場を捉え、周知し
ております。引き続き、理解啓発に努めてまいります。

103 183 - - -

義務教育以降の教育
障害児者の大きな問題は、義務教育の間は、定められた場所があるのに対し、高校入学を果たせない場
合、教育に関して、その後の選択肢が極めて限られることです。知的障碍児の学びのペースは遅くとも、
徐々に色々なことは学習できます。ですので、生涯、教育を継続する機会の場を確保していただきたい。
現在はAIの時代と言われていますが、昨年登場した生成AIは、専門知識がなくとも利用できる点が特徴
で、これを使える段階に達せば、近い将来、障害者が自立して生きていく上で必要な相当部分はAIに代行
してくれるでしょう。現時点でも、スマートフォンを使いこなせる障害者は少なくありません。どうぞ、
障害児にも義務教育以降も一生涯学ぶための機会をもうけていただきたいと思います（生涯教育）。

知的障害の方を対象に「チャレンジ塾」を開催しています。愛の手帳をお
持ちの方ならどなたでも参加いただけます。現在は、絵画や造形を中心と
した活動を行っています。
介助者も一緒に参加していただきます。
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104 184 - - -

私は、2年半前に品川区から世田谷区に転居しました。それまで70年間品川区に住んでいました。
長男は知的障がいがあり、叔父叔母と品川区の自宅で暮らし福祉施設に通所しております。
長男のような障がいのある人にとって長年住み慣れた地域で暮らす事は、健常な人以上に大きな土台なの
です。
以前から親が高齢化して病気や片親になった時に初めてグループホームや施設に移られる方をたくさん見
てきました。
限界まで親は頑張らねばなりません。
近隣の区の親御さんにきくと希望すれば30代からグループホームに入り仲間と自立した生活を送れるとの
こと。
衝撃です。

福祉計画の立案のため将来の見込み量は重要です。
加えて福祉サービスが本人を中心にして環状に途切れなく取り囲む、まさに円滑なサービスであることを
強く希望します。
具体的な例としてグループホームに入るか入らないかを決めるにはミドルステイなどの体験がプロセスと
して必要です。
この体験ができません。体験できる場が量的にあまりにも少ない。したがって足踏み状態です。
丁寧なプロセス作りお願いします。

それから居宅介護サービスの拡充を希望します。
長男は、朝自宅で通所前の1時間は1人となる日があるため週1回このサービスを受けています。
特に冬場は暖房器具をつけるので危険です。
この居宅介護サービスを申請するにあたって相談支援センターから人手不足のため
自分で探してください。と頼まれた事はショックでした。
居宅介護サービスの拡充をお願いします。
以上です。

ご指摘いただいたとおり、本区では障害者グループホーム整備が喫緊の課
題となっており、「品川区立出石つばさの家（令和６（2024）年度開設予
定）」、「（仮称）小山七丁目障害者グループホーム」（令和７（2025）
年度開設予定）」等の障害者グループホームの整備を進め、令和３
（2021）年度末の障害者グループホーム定員数を基準として、令和８
（2026）年度末までに合計100人分の定員増を目標に整備に取り組んでま
いります。
なお、「品川区出石つばさの家」では障害のある方が家庭を離れての暮ら
しを体験できるよう体験利用の場を設けます。
また、居宅介護につきましても引き続き、人材確保・人材育成に努めてま
いります。

105 185

①
3

②
3

①
3

②
3

①
109

②
130
131

①相談支援事業所の質について
事業所によりバラツキが大きく、育成会でも問題提起されていますが一向に向上されている様子がないで
す。
放デイなどの事業所への計画書の送付や受給者証の発行手続きも怠慢で遅れている場合もあり、業務が適
正に運営されているのか大きな疑問を感じます。その反面、区役所は放デイや児発の新規受給者をセルフ
ではなく相談支援事業へと促しています。なぜセルフを勧めずに相談支援事業所とのエンゲージメントを
推し進めるのにも関わらず、相談事業所や相談員質の担保や評価査定を行わなず放置しているのでしょう
か。
ほとんどの相談支援事業所は電話やメールでやり取り、もしくはそのような手続きもなく数年経過するこ
ともあります。利用者と社会資源との調整役をせずほったらかしという印象を持たれても仕方ないのでは
と思えるほどです。
ここ数年同じような意見を育成会でも議題に上がっています、遅々として進まないのは区役所としてメ
リットが無いと判断しているからでしょうか。区独自の研修会やルールを設けて、円滑な運営に繋げて頂
きたいです。

②文化芸術活動・スポーツ等の振興について
外部講師を招聘するのでしょうか。決してボランティアに依存することなく費用含め適正な報酬を講師陣
やスタッフの方々にお支払い頂き継続活動して頂きたいです。障害福祉の文化活動は善意としてボラン
ティアや無償が前提となっているケースが少なくありません。さらなる文化醸成において相応のコストを
費やして然るべきだと強く考えます。ボランティアだけに依存してはいつまでたっても振興はおろか、質
の高い講師の招聘は困難です。何かしらメリットを数点掲げて募集すべきです。

①相談支援事業所が適切に運営されるよう、令和５年11月、区内相談支援
事業所の相談支援専門員を集め、運営基準・人員基準・設備基準等に関す
る集団指導を実施しました。このような取組を通じて、相談支援事業所の
運営の改善に努めてまいります。

②軽度の知的障害がある方の自律的な余暇活動を支援するための日曜サー
クル（青年　自主　成人）３コースの運営を障害者の活動支援に理解と関
心を持つ方に委嘱しています。これは有償ボランティア（スタッフ）で
す。また、年に2回、外部講師を招いて、スタッフの研修会を実施し、ス
キルの向上に努めています。（文化観光課）

パラスポーツ体験等事業の講師・スタッフへの報酬については、事前に講
師や競技団体と協議を行い、適正な報酬を支払っています。今後もパラス
ポーツ体験等事業を通じて、パラスポーツに親しみ、知る機会を提供する
ことで、パラスポーツへの関心を高めていけるよう努めてまいります。
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106 188 1 2 36
・p36から掲載されているアンケート調査結果について。各表の下の解説本文には、「〇〇が最も多い」な
ど、表を見ればわかることしか書かれていない。見ればわかることに留まらず、分析を載せていただきた
い。これは詳細版についても同じ。今後は他区の優れた実態調査結果を参考にしていただきたい。

ご意見として承ります。

107 189 2 3 61
・p61に「差別解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」、p62「行政等における配慮の充実」とあるが、品
川区立の生活介護事業所を見学に行った人が「利用者を動物扱いしている」と言っていた。①これについ
ての区の見解は。②どこに通報すれば良いのか。※意見の要約はしないでください。

個別事例については、回答いたしかねます。

108 190 2 3 61
・p61に「差別解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」とあるが、品川区内の生活介護事業所のスタッフが
外出先で、利用者に対して「もう連れて来ないよ」「置いて行くよ」と冷たく言い放つのを耳にした。見
聞きした者として責任があるので区の「しながわ見守りホットライン」にも通報したが、これらの声掛け
は支援として適切か。※意見の要約はしないでください。

個別事例については、回答いたしかねます。

109 191 - - -

目標を「検討する」にするのはやめていただきたい。3年かけて検討のみするのか。区は障害福祉計画推進
委員会で、「『検討する』との目標に対し、検討したので目標達成」という資料を堂々と出してくる。恥
ずかしくないのか。

事業を効果的・効率的に進めるため、事業検討は不可欠です。協議・検討
の終了後に実施できるものは速やかに取り組んでまいります

110 192 3 1 89

p90の「サービスの質の向上」について。①たとえば放課後等デイサービスの質に関して、利用者をテレビ漬けにし
ていないかどうかなど、区は都度見学するなどして確認しているのか。都に任せっきりなのか。②区内生活介護で
はカラオケ・ドライブ・DVD観賞が盛んだと聞く。生産活動・創作活動の有無や頻度などをどのようにして確認・指
導しているのか。

①必要に応じて運営指導しております。
②利用者の声を踏まえて、区立施設の活動内容の充実を図ってまいりま
す。

111 193 3 1 89

p90の「サービスの質の向上」で「第三者評価受審の促進」とあるが、どれだけ声掛けしても受けない事業
所が多い。民間事業所のサービスの質向上のため、「第三者評価受審の促進」以外に区として何をするの
かが見えてこない。具体的に。

第三者評価受審以外のサービスの質の向上として、研修・講座等による従
業者のスキルアップ、事業所連絡会での情報提供など様々な方法がありま
す。

112 194 - - -

福祉計画のなかに取りいれていただけますことを切望しております。宜しくお願い致します。
①≪インクルーシブ教育について≫
※普通級の中に、発達障害児（グレーゾーンも含める）のクラスを設置していただき、専門的な教育をし
ていただきたいです。
　発達障害児が親の手を離れて、学校生活を送るためには、発達特性に合った環境を作り上げなければな
りません。人に対してのこだわり、儀式のこだわり。音へのこだわり、給食へのこだわり、ただのわがま
まととらえられてしまうようなこだわりなどなど沢山のこだわりに対応しなければなりません。他の生徒
や先生方に大きな負担をかけずに、対応できるのでしょうか。それらができないと発達障害児の問題行動
や、不登校につながることになると考えられます。小学校の間だけでも、発達障害児（グレーゾーンも含
める）のクラスを設置していただき、専門的な教育をしていただくことができれば、学級崩壊も防ぐこと
もできるのではないかと思います。

《大人の発達障害に対する支援について》
②＜相談支援＞
※18歳以上の発達障碍者本人や保護者、支援者が気軽に相談できる施設を作って頂きたいです。
　発達障害者が、生きずらさを感じた時や、これからの人生をどうすべきか、人間関係や就労など、発達
障害をもっているからこそ生じる悩みなどについて、相談とカウンセリングをしていただける施設を作っ
て頂きたいです。そして、発達障害者支援センターとつながり、具体的な支援の相談ができるようになる
ことを望みます。
③＜入居施設と自立への支援システム作り＞
※仕事はしているが、差別や収入等の理由でアパートを借りられない人。ひとりで生活するのは困難な
人。生活や精神面で一部支援が必要な人が利用できる入居施設をお願いします
　発達障害に理解のある支援者が食事、洗濯、掃除などの支援と指導をしてくださり、結果、地域で一人
暮らしができるようになってからも、支援と相談をしていただけるようなシステムを作って頂きたいで
す。

①発達障害等がある児童・生徒に対しては、各学校「特別支援教室」を設
置しており、週に１日程度決まった時間に訪問指導教員から指導を受ける
仕組みとなっています。
また、中学校・後期課程では２校で自閉症情緒障害特別支援学級を設置し
ています。小学校・前期課程では、令和６年度から１校で自閉症情緒障害
特別支援学級を開級します。新たな学級の新設については、今後も、就学
人口の推移や学校の施設の現状等を踏まえながら検討してまいります。
②③品川区立発達障害者支援施設「ぷらーす」内に発達障害者成人期支援
事業「リクト」を行い、居場所や交流の場、就労等の専門相談を受けてい
ます。引き続き、発達障害者の支援の充実に努めてまいります。
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113 195 3 2 -

今回の計画の見込量を他の自治体（大田区、国立市）と比較してみると、人口比率（障がい者や重度障が
い者の割合は各自治体大きく変わらない）から考えて、特に訪問系の見込量がかなり少ないことがわかり
ました。また、令和５年の実績と比較して十度訪問介護の利用者見込みは増えたものの、一人あたりの時
間数は減少しています。品川区は、かなり障がい者の地域生活支援には徹底して消極的であることがここ
からわかります。居住系サービスの見込量も特に大きな目標が立てられているわけではなく自立生活援助
も非常に少ない見込みです。障がい者を地域で生活させないための施策に見えます。委員の皆様はこのこ
とをご承知おきなのでしょうか？代表的な数字を以下に示します。
居宅介護見込量：利用者数（障がい者人口1，000人当たり） 品川区14.9人　国立市43.6　大田区23.3／利
用総時間（障がい者人口1，000人当たり／月）品川区 269時間　国立市902　大田区535／利用者一人当た
りの時間数（／月）品川区18時間　国立市21　大田区23
重度訪問介護見込量：利用者数（重度障がい者1，000名当たり）品川区5.56　国立市38.8　大田区3.81／
利用総時間（重度障がい者人口1，000人当たり／月）品川区850時間　国立市17689　大田区1599／利用者
一人当たりの時間数（／月）品川区153時間　国立市455　大田区420
ご参照ください。

サービス見込量は、各種手帳所持者数、サービス利用実績等の基礎データ
に基づき、幾何平均を用いて算出した自然体推計をもとに、アンケート調
査における利用者ニーズ等を踏まえ修正を加えて、設定しています。
また、コロナ禍により、この数年間はサービス利用量が大きく増減してい
る障害福祉サービスもあるため、直近３期と直近５期のサービス見込量を
算出したものを対比してサービス見込量が多い方を自然体推計として採用
しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あ
くまで過去のサービス実績等に基づき推計したものです。実際の個別支援
ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、サービス利用状
況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございます。

114 196 2 4 67

p67の「（2）障害児通所支援」で、「民間の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の誘致に積極的
に取り組む」とある。①「積極的に」とあるが、具体的に何をするのか。②補助金を出すのか。それとも
「一部補助等」との記載のないものについては、補助金は出さないのか。

①事業者からの利用者ニーズ調査や開設相談などの機会をとらえて、事業
者に開設の打診を行っています。また、平素から民間事業者と意見交換等
をおこない、事業者との関係構築に努めております。
②重症心身障害児等の受け入れを促進するため、対象事業所に対して、運
営費の一部補助を行っています。また、医療ケアを必要とする障害児の療
育を行う事業所に対して、看護師等の加配分を助成しています。

115 197 2 4 69

p69の「（2）施設入所している人の地域移行」で、「地域移行支援、自立生活援助、地域定着支援などの
事業所誘致を進めます」とある。地域移行支援・地域定着支援についてp97では「施設入所者等の地域移行
の要となるサービス」と書かれている。①区内に地域移行支援、自立生活援助、地域定着支援の事業所は
それぞれ何カ所あるのか。②事業所誘致のために具体的に何をするのか。③補助金を出すのか。それとも
「一部補助等」との記載のないものについては、補助金は出さないのか。

①資料編の事業所一覧をご覧ください。
②事業者からの利用者ニーズ調査や開設相談などの機会をとらえて、事業
者に開設の打診を行っています。また、平素から民間事業者と意見交換等
をおこない、事業者との関係構築に努めております。運営補助は必要に応
じて行っています。

116 198 - - -

事業所対象の実態調査（問16）に「放課後等デイサービスへの需要が大変あり、品川区内で新設したいの
ですが、家賃などが難しく難航しています」との意見があった。①医ケアの不要な障害児の放課後デイ事
業所開設にも補助が必要ではないかと思うが、区の見解は。②補助がなくても新規開設は継続的に見込め
るという考えか。

家賃等の件は、放課後等デイサービスの事業所に限らず、区内の全事業所
について共通します。放課後等デイサービス事業所は、年２～３か所ずつ
開設しており、現在、補助は考えておりません。

117 199 2 4 68

p68の「（１）在宅の障害のある人の地域生活の継続」で、障害福祉サービス事業所連絡会についての記載
がある。大田区等では民間による呼び掛け等もあり盛んに行われている。①品川区で現状実施されている
のはどのサービスでの事業所連絡会か。②区が主体となって呼びかけているのか。③今後は何のサービス
での事業所連絡会の新規開催を予定しているのか。④どの程度の頻度で行うのか。

事業所連絡会は、連絡事項等の情報共有のため、区と品川区立心身障害者
福祉会館や品川区立障害児者総合支援施設が連携して実施しています。年
に2回程度、連絡事項の内容により、関係するサービス事業者に参加を呼
びかけております。令和5年度は、相談や児童に関係する事業者にお声が
けし開催いたしました。今後の開催については、テーマを検討するととも
に、連絡事項の内容によりお声がけする事業者を決めていきます。他、グ
ループホーム連絡会や精神連絡会、就労支援にかかる連絡会等、サービス
種別や障害種別等により、連絡会を実施しています。

118 200 3 3 109

p111以降の「主な施策・取組」の中で記載されているのは相談支援事業所連絡会のみで、その他のサービ
ス事業所連絡会に関する記述が見当たらない。ここに加えないと、毎年の計画推進委員会で進捗をチェッ
クする対象から漏れてしまう。「主な施策・取組」になぜ加えないのか。区の見解は。

相談支援体制を強化するため、相談支援事業所連絡会を開催しておりま
す。在宅の障害のある人の地域生活の継続のために開催している障害福祉
サービス事業所連絡会については、広範なテーマを扱うものであるため、
相談支援事業所連絡会とは分けております。

119 201 - - -

放課後等デイサービスについては、幅広いサービス提供事業者の参入の促進に加え、サービスの質の向上
も必須。①質についてはどう担保していくのか。②以前、地域自立支援協議会で大塚前会長が「株式会社
が運営しているなら、事業所連絡会はよりいっそう必要」と強く仰っていたが、放課後デイの事業所連絡
会は現在年に何回開催しているのか。

①②事業所連絡会については、年に2回実施し、放課後等デイサービス事
業所等も含め、児童や相談に関係する事業所がそれぞれの支援内容に等に
ついて情報共有を図っています。引き続き、事業所連絡会等を活用し、各
事業所のサービスの質の向上を図っていきます。
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120 202 3 2 97

p99に「区は、相談支援事業所に対する運営費助成を実施し、事業所数の増加に務めた」とある。①現在は
運営費助成は行っていないのか。②今後の実施の見通しは。③指定特定・障害児ともに相談支援事業所数
は充足したという考えか。

①継続しています。
②必要に応じて補助を継続します。
③障害者相談支援専門員については、今後のサービス利用者の増加状況等
を鑑み考えていく必要があります。

121 203 3 2 97

p99に「相談支援事業所に対して、相談支援専門員の増員を働きかけていく」、p102に「障害児相談支援事
業所に対して、相談支援専門員の増員を働きかけていく」とあるが、あくまでお願いベースであり、区か
らの助成等は行わないのか。

記載のとおり、増員依頼となります。

122 204 3 2 97

p99の計画相談支援について。区内では精神障害者を対象とする相談支援事業所がかつての「たいむ」1カ
所から複数事業所に増えたが、サービス利用希望者も増えたため、受給者証発行が遅れていると聞いた。
①この状況を障害者支援課・施策推進課は把握しているのか。②この問題についてはどのように対応して
いく考えか。

①受給者証発行に必要な書類の提出が遅れている場合は、受給者証発行に
時間を要します。
②必要書類が揃い次第、速やかに発行しています。

123 205 3 3 120

p122の「福祉カレッジ」について。支援スキル向上に研修は必須だと思うが、「福祉カレッジとは」の
ページ掲載の「講座・研修実施スケジュール」は2022年度の中身のまま更新が止まっている。①チラシを
事業所に撒くだけでは十分ではないと思う。いつ頃本ページに最新の情報が掲載されるようになるのか。
②福祉カレッジの運営はどこに委託しているのか。

①委託先のホームページ管理となっており、適切でわかりやすい掲載とな
るように依頼いたします。
②品川区社会福祉協議会の品川介護福祉専門学校に委託しております。

124 206 3 3 120

p122の移動支援と同行援護の従業者養成研修について。①それぞれ区からの委託により実施されているの
か。②それぞれどこに委託しているのか。③移動支援および同行援護の一般過程研修は、それぞれ年何回
開催する取り決めになっているのか。

移動支援従業者養成研修は、指定管理者制度により管理運営している品川
区立心身障害者福祉会館において、年に３回程度開催しております。

同行援護について
①委託により実施
②品川ケア協議会
③一般過程だけでなく、応用過程までを含めた研修について年1回実施。

125 207 3 3 115

p117の本文の最後にある「第三者評価の受審」について。①p96にも「促進に取り組みます」とあるが、
p111以降の「主な施策・取組」に記載されていない。記載するべきではないか。②区立施設では何年に一
度実施されるのか。

①第三者評価受審は社会福祉法で定められた法定事業であるため、主な施
策・取組には掲載しておりません。
②区立施設では３年毎に実施しています。

126 208 3 3 116

p118の「障害者グループホーム整備にかかる費用の一部を区が補助（障害者グループホーム整備助成制
度）」について。①これまで何件利用されたか。②周知はどのようにして行っているのか。③株式会社が
運営母体の場合は対象外か（都の補助金の助成対象に該当する必要があるのか）

①１件
②区ホームページに掲載するともに、都内のグループホーム運営事業者に
電子メール等で周知を図りました。
③株式会社も対象となります。詳しくは区ホームページ掲載の「品川区障
害者グループホーム等整備費補助要綱」をご覧ください。

127 209 3 3 116
p118に障害者グループホームの整備補助についての記載があるが、民間グループホームは経営が厳しい。
グループホーム整備を進めるなら、開設補助のみでなく運営費の助成も不可欠ではないか。区の見解は。

障害者グループホームについては整備補助だけではなく、運営に係る経費
等の一部助成も行っております。

128 210 3 1 89
p90に「障害者自立支援審査支払等システム」の審査結果の分析や結果の活用、共有を行ったとあるが、具
体的に何を行ったのか。下にスペースが空いているので、説明を加えていただきたい。

審査結果の分析や結果等は過誤請求への事業所対応等に活用しています。
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129 211 - - -

もっとどれに当たる支援なのか具体例や予定している事を記載してほしい。生活介護と就労B型の中間的な
生活介護（賃金は少なくても出る）が欲しい。品川区にはそういう施設がない。生活介護にいても軽作
業・働くことがが好きな人もいる。学校からいきなり何もないのは今までのリズムや意欲を崩してしまい
二次障害の引き金にもなるのではと心配がある。またこういう施設があればB型へ無理に目指さなくてもい
いし、練習や意欲を高めてからB型に挑戦する目標になるのではないか
大人の日中一時や重度の人のサークルも作って欲しい。若い時は体力気力が余る。発散できることが大切
ではないかと思う。
強度行動障害は二次障害だと聞くので、予防は大切ではないかと思う。短期入所に送迎は有りで。地域生
活拠点サービスのイメージの図のように使えるのか早めにレクチャーして安心を図って欲しい。今回の地
震でやはり障がい者の避難所への避難が難しいようです。障がい者が安心して避難できる体制を整えてお
いてください。

令和９年度に小山台国家公務員宿舎跡地に生活介護、就労継続支援B型の
開設を予定しています。こちらの就労継続支援B型では、生活介護と連携
した支援を検討しています。
日中一時は、生活介護や訪問系サービス、短期入所、地域活動支援セン
ター等の障害福祉サービスをご利用いただければ幸いです。
強度行動障害については、P81に記載のとおり、令和８年度末までに強度
行動障害の支援ニーズを把握するとともに、地域の関係機関が連携した支
援体制の検討をおこない、検討結果に基づいて整備を進めます。
災害対応についてはP127に記載のとおり、整備に努めます。

130 212 3 2
92
94

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、自立訓練（機能訓
練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、短期入所（福祉型・医療型）、加えて児童
のサービスと移動支援に至るまで、一人当たりの見込量が今後3年間まったく同じ数字で変動なし。①利用
希望者の増加や事業所の新規開設・誘致による定員増、ニーズの増加などは計画期間3年の間には起こらな
いという見通しなのか。②過去3年間の実績はいずれもほぼ増加傾向だったし、現行の計画では訪問系サー
ビスは概ね毎年2時間（/月）ずつ、障害児通所支援は概ね毎年1日（/月）ずつ増える見込量での記載だっ
たのに、なぜ3年間据え置きにしたのか。

コロナ禍の影響を含め、複数年の推移を勘案するため、直近３期と直近５
期の一人当たり平均利用時間数を算出したものを対比して、サービス見込
量が多い方を自然体推計として採用しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あ
くまで過去のサービス実績等に基づき推計したものです。実際の個別支援
ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、サービス利用状
況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございます。

131 213 3 2 92

p94の居宅介護の実績はコロナ禍にありながら令和3年度に一人当たり月間18.5時間、令和4年度に一人当た
り月間18.6時間まで増えたが、令和6～8年度の見込量はおしなべて一人当たり月間18時間。なぜ一人当た
りの利用時間がコロナ禍当時よりも減ると見込んでいるのか。

コロナ禍の影響を含め、複数年の推移を勘案するため、直近３期と直近５
期の一人当たり平均利用時間数を算出したものを対比して、サービス見込
量が多い方を自然体推計として採用しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、実
際の個別支援ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、
サービス利用状況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございま
す。

132 214 3 2 92

p94の重度訪問介護の見込量について。新宿区では一人当たり月420時間超なのに対し、品川区は3年間おし
なべて153時間で、他自治体の2分の1程度。最近では訴訟事例がニュースにもなっている。品川区はいつも
「必要な方にはお出ししている」と説明するが、見込量が他区に比べてこれだけ少なくなるのには品川独
自の要因があるはず。理由は何か。

サービス見込量は、各種手帳所持者数、サービス利用実績等の基礎データ
に
基づき、幾何平均を用いて算出した自然体推計をもとに、アンケート調査
における利用者ニーズ等を踏まえ修正を加えて、設定しています。
統計的に見込量を算出しているため、個別の要因についてはわかりかねま
す。

133 215 3 2 92

p94の同行援護の見込量も3年間おしなべて一人当たり月23時間。コロナ禍の令和4～5年度実績よりも、な
ぜ一人当たりの利用時間が減ると見込んでいるのか。

コロナ禍の影響を含め、複数年の推移を勘案するため、直近３期と直近５
期の一人当たり平均利用時間数を算出したものを対比して、サービス見込
量が多い方を自然体推計として採用しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あ
くまで過去のサービス実績等に基づき推計したものです。実際の個別支援
ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、サービス利用状
況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございます。
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134 216 3 2 94

p96の生活介護の見込量も、令和3～5年度実績よりも少ない数字を見込んでいるのはなぜか。なぜコロナ禍
の当時よりも利用が低調になると見込んでいるのか。

直近５期と直近３期で算出した一人当たり平均利用者数の内、サービス見
込量が多い方を自然体推計として採用しています。
過去実績に基づき統計学的手法で算出しているため、一時的に減少する場
合もありますが、令和６～８年度のサービス見込量はおおむね令和３～５
年度実績を上回る見込量となっています。また、サービス見込量はサービ
ス利用量の上限値を示すものではなく、サービス利用状況によっては実績
が見込量を大幅に上回る場合もございます。

135 217 3 2 94

p96の自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、短期入所（福祉型・医療型）の
今後3年間の一人当たりの見込量も、押しなべて令和5年度実績より少ない。なぜ今後は利用が低調になる
と見込んでいるのか。

直近５期と直近３期で算出した一人当たり平均利用者数の内、サービス見
込量が多い方を自然体推計として採用しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あ
くまで過去のサービス実績等に基づき推計したものです。実際の個別支援
ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、サービス利用状
況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございます。

136 218 3 2 -

11月の計画策定委員会で課長が「すべて増加を見込んでいる」と言っていたが、一人当たりの利用量で見
ると、ほぼすべてのサービスで過去3年間の実績よりも見込量が減っている。利用人数増に対応するだけの
考えかと思う。一人当たりの利用量が増えないと見込む理由は何か。

コロナ禍の影響を含め、複数年の推移を勘案するため、直近３期と直近５
期の一人当たり平均利用時間数を算出したものを対比して、サービス見込
量が多い方を自然体推計として採用しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あ
くまで過去のサービス実績等に基づき推計したものです。実際の個別支援
ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、サービス利用状
況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございます。

137 219 3 2 -

多くのサービスで「事業所誘致」、また施策の方向性では「障害福祉サービス等の充実」「障害のある人
の自立と社会参加の促進」と言っているわりには、各サービスの一人当たりの見込量を過去3年間よりも少
なく見積もっているのは整合性に欠けるのではないか。区の考え方を示していただきたい。

各サービスの一人当たりの見込量は、コロナ禍の影響を含め、複数年の推
移を勘案するため、直近３期と直近５期の一人当たり平均利用時間数を算
出したものを対比して、サービス見込量が多い方を自然体推計として採用
しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あ
くまで過去のサービス実績等に基づき推計したものです。実際の個別支援
ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、サービス利用状
況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございます。

138 220 3 2 91

p92の枠内に「サービス見込量の設定について」が書かれている。この間コロナで利用控えやヘルパーの勤
務控えがあり、利用が低調になった時期があった。①それについてはどう捉え、どう数字を調整したの
か。②近年まれに見る異例の事態であったので、コロナ禍による数字の変化についても記載していただき
たい。

①各サービスの一人当たりの見込量は、コロナ禍の影響を含め、複数年の
推移を勘案するため、直近３期と直近５期の一人当たり平均利用時間数を
算出したものを対比して、サービス見込量が多い方を自然体推計として採
用しています。
②ご意見として承ります。

139 221 3 2 92

p93の行動援護について。品川区ではこれまで行動援護がサービス提供できていない。在宅の障害者対象実
態調査（問37）では、行動援護の「今後利用したい」が10.7％となっていた。行動援護は区立のぐるっぽ
が指定を取っているはず。①なぜサービス提供ができないのか。②いつ頃からサービス提供できる見込み
か。③これまでまったく実績がないのに、いきなり月86時間も提供できると見込んでいるということは、
サービス提供開始できる目途がすでに立っているという理解でよいか。④サービス提供できる旨、各相談
支援事業所には伝達済みか。

①行動援護事業者は区内３事業所が事業所指定を受けていますが、人員体
制等により利用者へのサービス提供ができておりません。強度行動障害が
ある人の外出支援等については移動支援（介護あり）で対応しておりま
す。
②現時点ではサービス提供開始は見通しはたっておりません。
③区内の行動援護事業所を利用する可能性があるため、見込量に記載して
います。
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140 222 1 2 53
p53の実態調査結果では、将来「地域で一人暮らしをしたい」という障害児の回答割合が、前回調査の2倍
近くに増えている。それに対応するためには、行動援護と重度訪問介護の安定提供が必要になるのではな
いかと思われるが、区の考え方は。

ご指摘のとおり、行動援護や重度訪問介護も地域生活に欠かせないサービ
スのため人材確保・人材育成に努めてまいります。

141 223 1 2 36

p36からの実態調査の結果には、サービスの利用意向をたずねる設問が掲載されていない。①このあとの見
込量算定に必須なので、加えるべきではないか。②今期の計画には記載されているのに、なぜ次期計画素
案にはあえて載せなかったのか。区の見解は。

障害福祉計画等の基礎調査結果は273ページに及ぶため、紙面の都合上で
抜粋して掲載しており、サービス利用意向の部分を意図的に外したわけで
はありません。なお、基礎調査結果は区ホームページに全文掲載しており
ます。

142 225 3 2 104

p106の移動支援事業の見込量について。令和6～8年度は一人当たり月12時間の見込みで、令和3年度実績の
月17.5時間に比べて大幅に少ない。当時はコロナ禍だったのに、なぜ一人当たりの利用が当時よりも少な
いまま続くと見込んでいるのか。

コロナ禍の影響を含め、複数年の推移を勘案するため、直近３期と直近５
期の一人当たり平均利用時間数を算出したものを対比して、サービス見込
量が多い方を自然体推計として採用しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あ
くまで過去のサービス実績等に基づき推計したものです。実際の個別支援
ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、サービス利用状
況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございます。

143 226 3 2
104
105

p106の地域活動支援センターについて。設置数は3カ所のまま変わらずで、年間利用者数が令和3～4年度よ
りも少なく見積もられている。かつ年間利用者数の見込みは3年間据え置き。①ｐ107に「利用促進を図
る」とあるが、なぜコロナ禍の令和3年度よりも利用は減ると見込んでいるのか。②以前よりも少ない利用
しか見込めないのはなぜか。③活動内容や支援の質が落ちたか、ニーズに合っていないのではないか。区
の考え方は。

①②見込み量については、統計上、設定しています。
③地域活動支援センターでは、指定管理者が区民ニーズに沿った新たな内
容を提供する等、これまで以上に幅広い区民の方にご利用いただいていま
す。

144 227 3 2 106
p108の日中一時支援事業について。年間利用者数が8，078人まで増えると見込んでいるということは、現
状でまだ定員に相当の空きがあるのか。それとも事業所数が増える見込みなのか。

受け入れは可能と考えています。

145 228 - - -

計画策定の根拠となる「アンケート」の対象者のうち、「障害児」については「障害福祉サービス利用
者」とのことである。障害児のうち、大多数を占めると思われる発達障害児の多くは愛の手帳の対象外で
あり、また放課後等デイサービスなどの障害福祉を利用していない。それらの児やその保護者は意見を聞
かれる機会がなかったため、大多数の発達障害児およびその保護者のニーズが今回の計画には反映されて
いないが、そこをどのように区として今後補填するつもりなのか？

また今回の素案には「発達障害」という文言がアンケートの障害種別を含めても10カ所程度しかなく、内
容的にも非常に薄いものになっている。これでは障害全体の多数を占める発達障害の支援の方向性や具体
的に何をやっていくつもりなのかが全く見えてこない。他自治体では「発達障害福祉計画」を別途作成し
ている。品川区でも別途発達障害に特化した障害福祉計画を作成すべきと考えるが、区として取り組む姿
勢があるか？
さらに港区では「発達障害支援連絡協議会」を設置し発達障害者(児)及び発達支援が必要な人への支援に
関する施策の総合的かつ計画的な推進に関することや、発達障害者(児)及び発達支援が必要な人に関する
施策の推進について必要な連絡調整に関することなどを高度な専門家委員とともに行っているが、品川区
でも発達障害者支援連絡協議会を設置する用意はあるか？

障害児通所支援受給者証所持者以外の発達障害児の把握は困難です。ただ
し、発達障害児とその疑いがある子どもの大半は障害児通所支援を利用し
ており、今回のアンケート調査対象となっており、利用者ニーズを踏まえ
た内容であると考えております。
また、「障害のあるへの子どもの支援」では障害種別の記載はしておら
ず、計画の各所に発達障害児への施策を盛り込んでおります。
現時点では発達障害支援に係る協議会の設置は検討しておりません。

146 229 3 3 135

施策の柱９　インク―ジョンの推進
（１）教育のインクルージョン推進
において、「特別支援学級、通級指導学級、特別支援教室の教員への研修を実施」とあるが、インクルー
ジョンを進めるためには支援級の教員への研修は当然のことならがら、発達障害児の多くは通常級に在籍
しており、通常級の教員への障害理解・教育スキルの向上こそが重要ではないか。「初任者研修の年次研
修の機会をとらえ…」ともあるが、中堅の教員や管理職の障害理解がないと、いくら若手教員や支援級の
教員が発達障害児にとって正しい支援方法を訴えても、力関係で打ち消されてしまう。品川区は中堅教員
や管理職の障害理解や教育スキルのブラッシュアップは必要ないとの見解でよろしいか？

管理職については、管理職向けの連絡会や研修会の機会を捉えて、理解・
啓発を進めております。また、各学校では、特別支援コーディネーターが
中心となり、学校における特別支援教育を進めておりますので、特別支援
教育コーディネーター向けの研修や連絡会を実施しております。
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147 230 3 2 99

p86などに障害児支援の充実とあるが、素案では放課後等デイサービスの令和6～8年度の見込量が一人当た
り月6日で変動なし。令和3年度の実績6.04日よりも減っており、コロナ禍だった令和4年度実績5.62日、令
和5年度の実績5.74日に比べてもほとんど増えていない。千代田区や新宿区、足立区などの他自治体では月
12日以上の見込みだが、品川はその半分以下。品川区は安定提供するつもりがあるのか。

コロナ禍の影響を含め、複数年の推移を勘案するため、直近３期と直近５
期の一人当たり平均利用日数を算出したものを対比して、サービス見込量
が多い方を自然体推計として採用しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あ
くまで過去のサービス実績等に基づき推計したものです。実際の個別支援
ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、サービス利用状
況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございます。

148 231 3 2 99

p67のアンケート調査結果では、「放課後等デイサービスでは『もっと利用したい』、『今後利用したい』
との回答が4割を超え、児童発達支援は『もっと利用したい』、『今後利用したい』との回答も2割近いな
ど、障害児通所支援サービスの需要が依然として高いことが分かります」と書かれており、本素案でも
「事業所の誘致に積極的に取り組む」の一文があるのに、令和6～8年度の見込量はコロナ禍だった令和3年
度の実績に比べてむしろ減っている。計画として整合性がないのではないか。区の考え方は。

コロナ禍の影響を含め、複数年の推移を勘案するため、直近３期と直近５
期の一人当たり平均利用日数を算出したものを対比して、サービス見込量
が多い方を自然体推計として採用しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あ
くまで過去のサービス実績等に基づき推計したものです。実際の個別支援
ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、サービス利用状
況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございます。

149 232 3 2 99

第2期障害児福祉計画では、令和3～5年度の放課後等デイサービスの一人当たりの月間利用見込量をそれぞ
れ7日、8日、9日としていた。令和3～5年度の実績は6日前後だったが、それは予想外のコロナ禍に加え、
空きがなく利用が頭打ちになっているため。児童対象の実態調査（問29）では放課後等デイサービスの
「もっと使いたい」が19.7％と大変多く、それは「ひと月当たりの日数を増やしたい」という意味での訴
え。利用できる人を増やすのももちろん必要だが、「もっと使いたい」というニーズに、この見込量でど
う応えていくのか。区の考えは。

サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あくまで
過去のサービス実績等に基づき推計したものです。見込量の算定に当たっ
ては、コロナ禍の影響を含め、複数年の推移を勘案するため、直近３期と
直近５期の一人当たり平均利用日数を算出したものを対比して、サービス
見込量が多い方を自然体推計として採用しています。
利用者ニーズに応えるため、引き続き事業所誘致に積極的に取り組みま
す。

150 233 3 2 99

p123の「施策の柱4」でも、「放課後等デイサービスを中心にサービスを十分利用できないとの声があがっ
ています」との記載がある。児童対象の実態調査（問33）でも、「重要だと思う取り組み」の中で「子ど
もの成長を支える療育や、家族を支えるサービスがあること」の選択肢がトップで8割を超えている。この
見込量では、一人当たりの利用日数は3年間変化なしになっているが、ニーズに応えて一人が利用できる日
数を増やそうという思いはないのか。区の考えは。

コロナ禍の影響を含め、複数年の推移を勘案するため、直近３期と直近５
期の一人当たり平均利用日数を算出したものを対比して、サービス見込量
が多い方を自然体推計として採用しています。
なお、サービス見込量はサービス利用量の上限値を示すものではなく、あ
くまで過去のサービス実績等に基づき推計したものです。実際の個別支援
ではニーズに合わせて必要なサービス量を支給するため、サービス利用状
況によっては実績が見込量を大幅に上回る場合もございます。

151 236 3 2 100

p102の障害児相談支援について。東京都福祉保健局の資料によると、令和2年3月末時点での品川区の障害
児相談支援のセルフプラン率は0％。①品川区ではセルフプランを認めていないのか。②セルフプランとい
う選択肢を認めないのは違法ではないか。③セルフプランでも構わないのであれば、周知をすべき。どう
周知しているのか。

①②認めております。
③個々の事例において相談対応しております。

152 237 3 2 100

p102の障害児相談支援について。品川区では長らく障害児の計画相談が行われてこなかった経緯があっ
た。ここ数年でようやく開始され、令和2年3月時点での品川区の達成率は42.1％と都の資料に書かれてい
る。障害児の計画相談は、現時点で必要な方の何割程度まで作成が済んでいるのか。

障害児相談支援について、品川区の達成率は100％です。
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153 238 - - -

障がいのある子どもたちへの支援について、ぜひ区が介助者を派遣するなどお願いしたいです。アンケー
トでは母親、父親が第一、第二介助者となっています。家庭で介助で倒れないようする、また障がいが
あっても分け隔てなく自己実現ができると子どもが思えるよう。また思春期の子どもでは保護者と離れた
いと思うのが当たり前ではないでしょうか。
インクルージョン教育に取り組む(63ページ)については、教職員の研修、教育環境の整備もありますが、
何より子ども一人ひとりの障がいという「個性」に丁寧にできる人の確保が重要です。ぜひ充分な人を学
校に補充してください。
また、様々な会議に多くの当事者(本人、保護者)が参加し意見が言えるようzoomやチームスなど活用す
る、開催時間や場所、通知方法を工夫するなどお願いしたいです。
最後に、品川区は障がい者の地域移行に消極的ではと思われる数字もありますので、そちらも修正してい
ただければと思います。

①現在、区立学校では、安全確保や身辺介助が必要な児童・生徒に対し、
介助員の配置を行っております。引き続き充実に努めてまいります。
②計画策定は品川区障害福祉計画等策定委員会を中心に進めております
が、障害当事者の方にもご参加いただいております。委員会に不特定多数
の方にご参加いただくことは会議運営や意見集約のうえで難しいと考えて
おります。

154 239 3 3 121

施策の柱４　障害のある子どもへの支援の充実
で、「障害のある子どもやその疑いのある子どもが早期に支援をうけられるように児童発達支援や放デイ
などの充実」とある。また「児童発達支援センターを新たに２カ所で整備する」とあり、支援の充実が期
待できるが、いずれも大切なのは中身であることは言うまでもない。量だけでなく、質の向上をぜひ図っ
てほしい。その場合、区役所職員が障害福祉に詳しくないと、どういう事業内容が障害児にとってよい支
援・療育なのかの判断ができない。区の職員に障害福祉の「目利き」が必要である。長期的に区役所内に
そうした専門職員を育成する必要があるが、区の福祉人材育成計画にこうした視点はあるか？

区としても、福祉職における人材育成の必要性を認識しており、現在、所
管にて福祉職の人材育成方針の策定を進めております。ご指摘の視点も含
め、よりよい人材を育成できるよう、今後も検討を重ねてまいります。

155 240 1 2 39

アンケートにおいても「どこに問い合わせたらよいかわからない」「身近な場に相談するところがない」
「サービスに関する情報がない」等の意見が多く見られた。
発達障害の早期発見早期支援ということが言われてはいるが、早期に発見はされても保護者の相談先が少
ない・周知されていないのが現状である。発達障害の児を持つ保護者は相変わらず「相談難民」という状
態が変わっていない。発達障害は年齢やライフステージによって困りごとが変わってくるので、「ここで
相談が終了」ということがない。
保護者相談のこれまで以上の充実を区はどのように実現していく計画なのか？
またその相談をになう相談員の確保・育成を受託法人任せにするのではなく、区が主体的に確保・育成す
べきと考えるが、区の見解はいかがか？

計画の各項目に、人材育成についての成果目標等を盛り込んでおります。

156 241 3 3 122

新たに２カ所の発達支援センターを設置するとのことだが、新しい発達支援センターでは「センター機
能」を持たせて、最初に相談したら少なくとも１８歳まではそこでその児の情報を集約し、しっかりフォ
ローができることが必要である。民間の児童発達や放デイを利用するようになったら、そこで発達支援セ
ンターとは切れるということでは、とても発達支援「センター」とは言えない。「相談支援事業所」は放
デイ等の福祉サービスの計画相談がメインなので、日々どう児を育てたらよいのかといった相談はできな
いし、福祉サービスを使わなくなるとそこで終了となってしまい、「切れ目のない相談」というわけには
いかない。新しい発達支援センターが身近な相談先として保護者に認知され、気軽に相談に行ける場なる
ために、受託の法人任せではなく、区として「こういう支援内容」「こういう保護者相談」というように
しっかりビジョンを示すべきと考えるが、区の見解はいかがか？

児童発達支援センターは、「児童発達支援を行うほか、施設の有する専門
性を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる家族への
援助・助言を合わせて行う地域の中核的な療育支援施設」と位置づけられ
ていますが、具体的な事業内容は児童発達支援センターにより異なりま
す。新たな２か所の事業内容は決定後、区ホームページ等で周知いたしま
す。

157 242 1 1 9

・現「障害者計画」はこれまで見直しやPDCA等をやっていない。計画の策定委員会でも、者計画の振り返
りや、各施策がどの程度進捗したかなどは、ほとんど取り上げられなかった。「策定したら終了」的な扱
いになっているが、それでいいのか。
・今後は、障害福祉計画推進委員会で障害者計画も見ていくのか。

障害者計画は基本理念や基本方針などの障害者施策に係る基本的な事項を
定めるものであり、障害福祉計画や障害児福祉計画のように各年度の成果
目標やサービス見込量は定められておりません。
従って、障害者計画の進捗状況の検証および 分析・評価を行う時期は、
次期の障害福祉計画・障害児福祉計画を策定時期が妥当と考えています。

158 244 - - -

・計画の策定委員会では、委員からの意見・要望に対し事務局がはっきり答えないシーンが散見される。
要望のようにできるのならできると答え、できないならできない理由を述べるべき。即答できないなら
「あらためて〇日頃までに回答する」と申し述べるのが社会人のルールでは。委員に言うだけ言わせてお
いてスルーしているように見えてしまう。

ご意見、ご質問については、庁内調整や議会報告等が必要となるため、即
答できない場合もございます。
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159 246 - - -

発達障害の特性をもつ子どもを育てています。
子どもが小学生の頃から、品川区の発達障害・思春期サポート事業を利用しており、大変助かっていま
す。本当にありがとうございます。
品川区障害児福祉計画(素案)を読ませていただきました。子どもの人口が減少する中、「発達障害」と呼
ばれる子どもは増え続けていると言われているにも関わらず、素案の中に発達障害というワードすらほと
んどなく、大変残念な気持ちになりました。
文中で支援体制の充実などが書かれていましたが、私が利用している団体では、本当は問い合わせされた
方の相談を受けたいが、やむを得ず何カ月も先の相談予約になってしまう、と聞いています。
どこに相談したらいいのか分からない中、ようやくたどり着いた先で、何カ月も待たなければならない、
という状況を一刻も早く改善して欲しいです。
ぜひとも支援体制の強化をしてもらえるよう、切にお願いいたします。
また、一昔前に比べ、発達障害という言葉を聞いたことがある人は増えていると思いますが、
発達障害のある子どもや、その保護者への理解、支援は依然足りていません。

・学校の先生が発達障害の特性がある子どもに対して、授業中に怒鳴って子どもを指導する。
子どもに対して「教室から出ていけ」等の暴言を吐く。
・クラスの保護者たちが、発達障害の特性をもつ子どもの保護者に対し、親の心を傷つける心無い言葉を
言う。
・言われた保護者がストレスを感じ鬱になり、人との関係が築けなくなり孤立する。
これらはすべて、知人が経験したことです。

周囲の大人が発達障害の特性があるお子さん、その保護者のことをどう理解し、支援したらいいのか。と
ても大切なことだと思いますが、現実は大変厳しいです。
発達障害がある子どもを育てている親の声や、実際にそういった親子を支援している団体の方などの声に
もっと耳を傾けてもらえたら、この素案もより良いものになると思います。
今後、もっとよい計画書ができることを期待しています。

①「障害のある子どもへの支援」に関する部分は、障害種別ごとの記載で
ないため、分かりにくいと思いますが、多くが発達障害児に関わる内容と
なっております。現在、児童発達支援センターは「品川児童学園」１か所
ですがP124に記載のとおり、令和７年度、令和９年度にそれぞれ１か所ず
つ児童発達支援センターを開設し、発達障害児への支援の充実を図りま
す。
②発達障害の理解・啓発については、校長連絡会や初任者研修等の年次研
修、各学校の特別支援教育を推進するコーディネーター向けの研修をはじ
め、様々な機会を捉えて実施しております。引き続き、一人一人の子供た
ちを大切にできるよう、人権教育の機会等を含め、教員の指導の充実に努
めてまいります。

160 247 1 1 8

策定委員会に障害者団体と記入がありますが、区内には、登録している障害者団体は13ありますが、いく
つかの団体は策定委員会に参加できませんでした。なぜ、参加できる団体と参加できない団体があるので
しょうか。策定にかかわった団体の会員数の合計は、全障害者の５％に過ぎません。次期からは、策定委
員会には、全団体が参加するようお願いします。同様に、地域自立支援協議会も、同じ団体のみで構成さ
れていますが、こちらも全団体にしてください。

区に登録している障害者団体以外にも多くの地域で活動している障害者団
体があると認識しています。また、ご指摘のとおり障害者団体に参加して
いない障害のある人も多くいます。
そのため、計画策定に際して、多くの障害のある人にご協力を得てアン
ケート調査を実施して、様々なご意見・ご要望をいただいております。
地域自立支援協議会については、障害者団体も含めて様々な方にご参加い
ただいておりますので、ご意見については、参考とさせていただきます。

161 248 1 1 8

計画（素案）のパブコメは実施していますが、素案の説明会はしていません。これだけ、ボリュームもあ
るし、制度は複雑になっていますので、策定後でもよいですので、区民対象の説明会を開催してくださ
い。計画推進には、区民の協力が必要だと思いますが。
団体ヒアリングでは、職員の同席はなく、コンサルだけが意見を聞きます。そのため、質問をしても、何
も答えられず、伝えておきますとなります。今回も、職員は同席しないということで、事前に質問を送り
ましたが、すぐに回答できないということで、ただ、意見を聞くだけなら、休みを取ってまでヒアリング
の時間を取れないので（ほぼ全員が働いていますので）、文書で送付することにしました。ヒアリングに
は、職員も同席し、その場で質疑応答ができるようにしてください。

ヒアリングは委託事業者を通じて要望をお伺いしております。ヒアリング
は計画策定のためであり、政策要望の場ではないことは事前にお伝えして
います。

162 249 1 1 9
計画の推進状況について、推進状況の検証や分析・評価を行っています。こちらも、HPに掲載するだけで
なく、区民対象に説明会・意見交換会を実施し、情報の共有化を図ってください。

ご意見として承ります。
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163 251 1 2 23

共同生活援助ですが、この期間に、令和３年度の４か所は精神対象、令和４年度は１か所（定員５人）の
男性知的対象の施設以外、精神対象（一部発達障害OK）のグループホームが定員50人分開設されました。
ところが、精神障害者の利用者数は増えていません。空いているということなのか、その理由を説明して
ください。

区内の共同生活援助の利用は他自治体の方も利用できるため、グループ
ホームの定員増＝区内利用者の増加となるわけではありません。

164 252 1 2 26

令和３年度に４か所、令和４年度に３か所にグループホーム新規開設と記載されていますが、対象の障害
種別、性別を記載してください。令和３年度の４か所は精神対象、令和４年度は１か所（定員５人）の男
性の知的対象の施設以外、精神対象（一部発達障害OK）のグループホームで、現在まで、女性の知的障害
者を対象とするグループホームは１か所も新設されていません。ジェンダー平等ではないと思います。ち
なみに、西大井つばさの家は男女とも募集はしましたが、同一ユニットのため、男性のみしか入居できな
い（事業者の説明）ということで、女性入居者はゼロ、デイズ大井町も男性のみということで断られまし
た。また、精神障害対象のＧＨは、介護が必要な知的障害者は受け入れ不可だと言われました。

・P.26では、地域生活支援体制の整備に関する主な経緯を記載しておりま
す。障害者グループホームにおける障害種別や性別などの個別情報につい
ては、各事業者の運営によるところであり、アパートタイプのグループ
ホームについては男女比を事前に決めていないグループホームもございま
す。
・また、令和6年4月に開設する障害者グループホーム「出石つばさの家」
では、知的障害の女性専用ユニットも設けるほか、今後開設する障害者グ
ループホームの運営事業者に対し、障害種別や性別への配慮を求めてまい
ります。

165 253 1 2 29
避難行動要支援者に個別避難計画を作成したとのことですが、そのような計画は提示されていません。対
象者に説明会を開催したのでしょうか。

サービスを利用されている方は、担当の相談支援専門員から、サービスを
利用されていない方は直接区から、個別にご案内しております。

166 254 1 2 31

チャレンジ塾ですが、どこかで広報をしているのでしょうか。実施していることを知りませんでした。で
きれば、広報紙やパンフレットなどで知らせてください。平日の昼間に実施ですが、通所している場合、
休暇を取らなければなりません。どのような人を対象にしているのか、教えてください。

令和４年度から開設しました「チャレンジ塾」ですが、知的障害の方を対
象に重度の方の受講も可能としております。
令和５年度は、６月１日から開催しましたので、区の広報（５月１日号）
で周知し、ちらしを文化センターや地域センターに配布しました。

167 255 1 2 35

このアンケートですが、経費が掛かっている割に、質問が恣意的です（最初から質問が決まっているな
ど）。本当に必要なニーズは、このようなアンケートでは難しく、当事者だけでなく、介護者も含め意見
交換の場が必要かと思います。団体ヒアリングは、職員も同席しないと、コンサルだけでは、何を聞いて
も回答できないので、ただの記録係になっています。次回からは、やり方を変えてください。

アンケート調査の設問については、他自治体のアンケート調査も参考に、
生活全般について多様な設問を心がけるとともに設問以外のご意見・ご要
望もいただけるように自由記述欄を設けました。
ヒアリングは委託事業者を通じて要望をお伺いしております。ヒアリング
は計画策定のためであり、政策要望の場ではないことは事前にお伝えして
います。

168 256 2 2 58

「障害のある人が希望する生活や生き方を自ら選択」と書いていますが、選択肢がありません。例えば、
障害者通所施設、希望するところに、１０年間移ることができません。グループホームにも、１０年間待
機状態です。品川区は施設整備が進んでいないので、卒後の方の選択肢はますます狭くなり、あきらめ
て、転居する方もいると聞いています。「誰も取りこぼさない」は、言葉だけで、重度や医療ケアの必要
な障害者は取りこぼされてばかりです。もっと計画的に施設の改築、整備を進めてください。また、プロ
グラム内容も生産活動と記載しながら、一度も実施されていません。

利用者ニーズすべてを満たすことができていないサービスがあることは認
識しております。58ページの基本方針に沿って今後も障害福祉サービスの
充実に努めてまいります。

169 257 2 3 63

社会のあらゆる場面において、合理的配慮を求めていく必要があるとしていますが、小中学校での統合教
育をどのように考えているのでしょうか。特に、普通学級を選択する場合の合理的配慮がありません。障
害者権利条約については、P.3で、触れていますが、昨年だされた勧告について、特に教育（２４条）につ
いての５１．５２の事項についてほとんどふれていません。これについてどう考えているのか説明してく
ださい。

同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児
童生徒に対して、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援
学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意してまいります。
通常学級における支援としては、現在、安全確保や身辺介助のための介助
員を配置しております。

170 258 2 4 64

「インクルーシブ広場ベル」は、どのようなサービスを提供し、どのような成果があったのか、全くわか
りません。医療ケアのある子どもを地域から遠い場所に連れていくより、近い公共施設で、地域の方と交
流できるのが一番ではないでしょうか。この広場を、何人が利用し、どのような交流ができたか説明して
ください。また、それまで、品川区内で実績のないフローレンスが選ばれましたが、なぜ、実績のないフ
ローレンスが選ばれたのかも説明してください。フローレンスは障害者福祉の専門性はないと思います
が。医療的ケア児等コーディネーターはどのような資格を持ち、フローレンスには何人いるのでしょう
か。

「医療的ケア児等が遊びを楽しみながら多様な人と関わることができる場
の提供」「医療的ケア児等の家族が困りごとを相談できる場の提供」を中
心とした事業で、令和５年度の利用者数は1,177人（12月末現在）です。
NPO法人ﾌﾛｰﾚﾝｽにつきましては、令和２年度に公募を実施しプロポーザル
にて選定されました。医療的ケア児等コーディネーターにつきましては２
名が在籍しています。
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171 260 2 4 69

「施設入所者本人の希望がわからない」としていますが、障害がなければ、親と一緒に暮らす、親族のそ
ばの地域で一人暮らしをするというのが、あたりまえのことではないのでしょうか。知的障害者に希望を
聞いても、うまく意向を伝えられないと思います。品川区は、地域移行できる施設やサービスがないか
ら、希望が把握できないと言い訳をしていると思えます。計画的に施設整備を進めてください。

施設入所者本人の希望を正確につかむため、令和４（2022）年度、「品川
区地域自立支援協議会相談支援部会」で施設入所者への地域生活移行に関
するアンケート調査を実施しました。この調査結果に基づき、P113に記載
のとおり、施設入所者が地域生活に移行できるようグループホーム整備等
による住まいの確保や日中活動系サービス等の充実を図り、地域生活への
移行を着実に進めます。

172 261 2 4 70

品川区の就労支援は、軽度の障害者を対象としたものばかりです。就労継続Ｂも、工賃を上げるため、寒
い日も暑い日も１日公園清掃が毎日できないとダメなどと、一般就労でも可能な人を対象としています。
一方、生活介護はカラオケ、ビデオ鑑賞、スヌーズレン等、全く生産活動はなく、工賃はゼロです。他区
では、生活介護でも、パンの製造販売など、様々な作業を行っています。事業所からは、仕事がないとい
う声も聴きますが、多くの自治体では、共同受注センターを作り、区役所内の仕事を切り分け、障害者施
設に委託することが行われています。例えば、広場や花壇の草むしり、お墓の清掃、名刺作成、印刷や製
本など、民間に委託に出さないで、障害者施設に仕事を提供してください。

就労継続支援Ｂ型の対象者は、就労移行支援事業所等を利用したが一般企
業に結びつかない方や、一定年齢に達している方であって、就労の機会等
を通じ、生産活動に係る知識および能力が期待される方とされています。
また、生活介護における生産活動は各事業所が創意工夫して取り組んでい
ると認識しております。
あわせて、区内の就労支援事業所等と連携して各事業所で受注可能な物品
や役務サービスの情報を集約し、周知を図っているところです。

173 262 3 1 81
強度行動障害のある人のニーズ把握と支援体制の整備のところで、「令和８年度までに強度行動障害のあ
る人を確認し」となっていますが、強度行動障害がある人の人数は既に把握されていなかったのでしょう
か。サービス利用計画を作成するときに、把握していなかったのでしょうか。

サービス利用計画や障害支援区分認定調査等により個別に把握しておりま
す。支援体制の検討について、令和８年度末までを目標として記載してお
ります。

174 263 3 1 83

西大井福祉園で就労継続Ｂから生活介護に多くの利用者が変わりました。この理由は、就労継続Ｂに送迎
がないことにあります。一部の精神の就労継続Ｂでは、送迎をしていると聞きますし、他区では、就労継
続Ｂでも送迎をしています。品川区は、辺鄙なところに就労継続Ｂがあるために、真っ黒な夜道を女性一
人で帰宅させることは大変不安です。区長が大好きなカフェは、施設内にあるよりも、商店街の空き店舗
を利用すれば、人通りが多く、駅に近いため通所しやすいのに、そのような施設は一つもありません。空
き店舗を利用することも踏まえ、生活介護から就労継続Ｂに移行できるような施策も含めてください。

・P.84では、目標項目と現状に対する目標値をお示ししたものです。P.96
に記載のとおり、障害者の重度化・高齢化にともない、今後は送迎を必要
とする利用者が増えている可能性があり、利用者ニーズの動向を注視して
まいります。

175 264 3 1 88

基幹相談支援センターの実態が全くわかりません。どの職員が主任相談支援員ですかと聞いても、返答な
し、専門の資格を持った方は何人いるかも回答なし。他区では、どういう有資格者がいて、何時から何時
まで、どのような業務を行っているかがわかるパンフレットを作成しています。毎年、職員が変わり、ど
なたに相談すればよいか全くわかりません。

直営で運営しているため、ご指摘の通り職員の異動があり、人数等につい
ては変動があります。令和５年４月時点では職員数は１０人です。

176 265 3 1 89

障害者自立支援審査支払等システムとはどのようなもので、その分析の結果を説明してください 受給者情報等を管理し、当該情報を国民健康保険団体連合会に伝送するシ
ステムです。国民健康保険団体連合会では区から伝送された受給者情報と
事業者から伝送された利用情報等を突合して請求処理を行います。審査結
果の分析および共有により、過誤請求の削減、給付の適正化、業務の効率
化が期待されます。分析の結果は、随時事業所連絡会等で共有してまいり
ます。

177 266 3 2 92

重度障害者等包括支援とは何でしょうか？どのようなサービスが受けられるか教えてください。見込みが
１人になっていますが、１人しか対象はいないのでしょうか？

事業内容P93に記載のとおりです。重度障害者等包括支援は事業所指定の
従業員要件が厳しく、サービス提供事業所は、都内で港区に１事業所しか
ありません。区を越えてサービス利用の可能性もあるため見込量を１人に
設定しました。

178 268 3 2 92

ヘルパー不足について、解決策として、研修の実施を挙げていますが、当会の会員は複数人研修を受けて
います。定員はいつもいっぱいですが、ヘルパー事業所では若い方が生活できるだけの給料がもらえない
ため、施設などへ就職されるようです。特に都市部では、他に仕事があるので、賃金の良い仕事に流れて
いきます。研修も重要ですが、ヘルパーさんの単価を上げてください。

ご指摘のとおり、都市部を中心に全国的にヘルパー人材の確保が難しく
なっています。現在、令和６年度報酬改定に向け、社会保障審議会障害者
部会などでヘルパー報酬に関して検討しているところであると認識してい
ます。また、区独自のさらなる支援策により介護・障害福祉職員の人材確
保・定着に努めます。
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179 270 3 2 94

見込み量確保のための方策として、小山台住宅跡地やピッコロの定員拡大を記載していますが、いつから
サービス開始なのでしょうか？小山台のほうは、ｐ.119に令和９年度開設予定になっています。そうであ
るなら、こちらも記載してください。そうなると、今期の見込み量には入りません。ピッコロの移転開設
時期も明示してください。現在でも、医療ケアの方は通所できていません。医療ケアの方の施設は、でき
るだけバリアフリー化された、清潔な施設に整備してください。福祉会館は、老朽化が激しく、不衛生な
点もありますので、病気にならないか心配です。
また、多くの施設が老朽化しており、バリアフリーが既存不適格状態になっています。全ての施設の築年
を記入し、定期点検で既存不適格になっている項目を明確にし、改築計画をたててください。大田区は、
今年度以降に３施設の改築計画を策定しています。大田区の職員に話を聞くなどし、迅速な改築ができる
ノウハウを得て、品川区もスピーディーな改築を進めてください。
現在、短期入所施設は緊急時でも利用できない状態にありますが、出石GH以外に整備する予定はないので
しょうか？民間のGHでは、短期入所を実施しないのでしょうか？国も加算をして推進していますよ。
就労継続Ｂは定員割れがあるのに、小山台住宅跡地もカフェなどの就労継続Ｂを２0人分整備するようです
が、矛盾していませんか？カフェの作業をしたい障害者ばかりでないという事実は認識していないので
しょうか？カフェは商店街の空き店舗をぜひ利用して開所してください。

・重症心身障害者通所事業所（ピッコロ）の移転拡張の整備による定員拡
大は、医療的ケアが必要な方の受入れも想定し、衛生面にも配慮する形
で、令和９年度の開設を予定しておりますので、ご指摘のとおり開設時期
を記載するようにいたします。
・なお、令和９年度以降に開設する予定の事業所の定員増にともなう見込
量は含んでおりません。
・老朽化等にともなう施設の改築等については、計画的に進めてまいりま
す。
・区立施設の築年については、公共施設等総合計画に記載しており、本計
画への掲載は、紙面の都合上難しいため、ご理解いただきますようお願い
いたします。
・短期入所については、出石つばさの家（令和６年４月開設予定）以降の
開設予定は、現在のところありません。
・財務省小山台住宅等跡地への就労継続支援Ｂ型の整備について、決定し
ている就労メニューはありません。区においても、カフェでの就労を希望
する方ばかりではないとの認識ですので、利用者ニーズや受注可能な作業
および提供できるサービス等について検討いたします。

180 271 3 2 95

グループホームができても、男性のみであったり、重度は対象でない、障害種別が異なるなど、女性のGH
は整備されていません。なぜ、女性が入居できるグループホームを整備しなかったのか、理由を聞かせて
下さい。男性のほうがニーズがあるからだとすると、女性用が整備されない限り、女性はいつまで待って
も入居できません。他区では、男性女性ともに整備をし、支援区分４から6の障害者（以下「重度障害者」
という）のみを対象としたグループホームをかなりの数を整備しています。区立で、支援区分なしであれ
ば、民間のグループホームに入居は可能です。事業者意向ばかり聞かずに、ニーズを踏まえた重度の障害
者グループホームを整備するよう、区有地を無償で貸すときに重度対象を条件にしてください。

・区では、障害者グループホーム開設を希望する事業者の相談、整備費の
助成を行っております。引き続き、ニーズ等の把握に努め、事業者との情
報共有を図りながら、整備を進めてまいります。
・区有地を民間事業者に貸与し、障害者グループホームを整備する場合の
整備・運営事業者の公募に際しては、区の実情に基づいた応募要件等の設
定に努めてまいります。

181 272 3 2 95

小山７丁目のＧＨはいつ開所なのかも、記載してください。公募条件が、３０年の期限付きで、３０年後
に除却し、利用者の行先を事業者に義務付けていると聞いています。この理由を規則で決まっているから
としていますが、区立で、支援区分なしであれば、民間のグループホームに入居は可能です。事業者意向
ばかり聞かずに、ニーズを踏まえた重度の障害者グループホームを整備するよう、区有地を無償で貸すと
きに重度対象を条件にしてください。
品川区公有財産管理規則で３０年に規定されていると厚生委員会で答弁していましたが、「建物の所有を
目的とし、借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定して、土地およびその土地の定着物を貸し付け
る場合は、50年」と記載されています。事業者が建物を所有するので、５０年ではないのでしょうか。ま
た、なぜ、３０年で除却させるのでしょうか。これでは、手を挙げる事業者をなくすだけです。どういう
理由で、説明会後に応募しなかったのかのフォローをして、参入してもらえるように募集要項を再考すべ
きです。そうでないと、今後も区外事業者はもとより、区内事業者も手を挙げることはなくなると思いま
す。
また、仮に３０年と定めるとしても、更新は可能です。さらに、期間満了時に、当該事業者に土地を譲渡
する譲渡特約付きにすることも可能です。営利目的で使用するのではないのですから、特約付きも認める
ことができると思います。30年後に品川区はこの土地を何にしようするつもりなのかも説明してくださ
い。

小山七丁目障害者グループホームは、令和７年度開設予定であり、P.116
やP.118では記載しております。P.97では紙面の都合上割愛しております
ので、ご理解いただきますようお願いいたします。
また、貸付条件にかかるご意見については、今後公募を行う際の参考とさ
せていただきます。
なお、土地の貸付期間については、事業者の経済的負担を考慮し、使用貸
借契約による30年間の無償貸付としています。契約期間満了時につきまし
ては、契約更新も含め、その時点での区全体の行政需要等を踏まえて検討
してまいります。
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№
元

番
部 章 頁 意見（原文) 区の考え方

182 273 3 2 95

施設入所支援ですが、区内には、かもめ園とかがやき園しかありません。しかも、かがやき園は、４人部
屋がいまだに残っているなど、現在の基準に適合していません。世田谷区のように、通過型の入所施設を
整備してください。３年間、グループホーム入居の準備ができます。多くの方が待機し、利用した後、グ
ループホームでの生活を開始しています。

ご意見として承ります。

183 274 3 3 116

区長の公約である１００人分のグループホームですが、特に誘致や支援をしなくても、空きアパートを活
用した精神のグループホームが毎年いつの間にか整備されています。これを含めた１００人分の設定はや
めてください。こんな成果目標では、いつまでたってもニーズを満たすことはできません。重度障害者対
象（支援区分４以上）のグループホームは、放っておいてはだれも整備しません。世田谷区も港区も区立
は重度（支援区分４から６のみ）を対象として事業者の公募を行っています。どういう対象のグループ
ホームをいくら作るかを明確にしてください。遠方からの地域移行者（重度だから地域に施設がなく遠方
にいる）のためにも、安心できる住居が必要になります。

施策・取組の内容の記載内容については検討させていただきます。
なお、区としても重度の方の受入れは必要と考えており、新たに整備する
「品川区立出石つばさの家」では、重度化・高齢化にも対応できるよう施
設の整備を進めております。今後も障害のある方が支援を受けながら住み
慣れた地域で暮らし続けるために、障害者グループホーム整備を着実に進
めてまいります。

184 275 3 3 117

心身障害者福祉会館は、防火区画ができていない、昇降機の耐震性能がないなど、安全ではない施設です
が、スピード感をもって整備するつもりはないのでしょうか？現在のまま利用することで、火災や地震が
起きても、安全だと言えますか？お答えください。

公共施設等総合計画に基づき、長寿命化の観点から、定期的に修繕して適
切な維持管理に努めております。
法律の改正に伴い、新たに対策が必要となった項目につきましては、でき
ることから、可能な限りの対応を進めているところです。

185 276 3 3 127

他区では、移動支援等を実施している介護事業所が、障害者をスタッフとして雇用する事例があります。
品川区には、障害福祉サービスにかかわる法人で、障害者を雇用する事例はないと思います。ぜひ、障害
者を職員として雇用するよう、区も支援してください。
また、他の自治体では、共同受注センターをつくり、主に役所から仕事の受注を受け、参加している障害
者施設の法人の得意分野を踏まえ、仕事を委託契約の仲介をしています。役所が民間委託している業務を
できるだけ、障害者の仕事につなげています。例えば、職員の点字名刺、冊子の印刷・製本、シュレッ
ダー業務、広場の清掃など。政令市や東京都、23区にも導入するところが増えています。これを実施しな
いで、障害者優先調達推進法を順守することはできません。

各事業所において、障害者雇用促進法に定める法定雇用率の順守に取り組
んでいると認識しております。
また、区内の就労支援事業所等と連携して各事業所で受注可能な物品や役
務サービスの情報を集約し、周知を図っているところです。

186 277 3 3 127

これまでも、障害者の就労時間は短く、正規職員のようにフルタイムで働くことはできませんでした。こ
れは、企業が契約社員として雇用したいからの理由からです。品川区は短時間労働を推進したいようです
が、このことは、障害者の正規雇用を阻害することになりませんか。短時間雇用は、今でも障害者雇用で
は行われていますので、支援する目的を明らかにし、慎重な検討が必要だと思います。

障害のあるの方の中には、長時間就労することが難しく、短時間の就労を
希望される方がいらっしゃいます。区が進めている超短時間雇用の促進に
ついては、短時間の就労を希望される障害者のニーズにお応えするための
取り組みです。

187 279 全体

３年間のアクションプランなのに、工程表（整備スケジュール）がありません。品川区は、１か所の整備
に１０年近くかけています。これでは、多くの重度障害者は、利用する頃には亡くなっています。これま
で、品川区は、予定を立てずに、行き当たりばったりで事業を実施してきており、成果が現れず、いつま
でたっても、２３区最低の福祉自治体から脱却できません。どうして、整備計画をたてないのか、合理的
な理由を説明してください。大田区の整備計画がHPに掲載されていますので、見てください。

今後の施設整備の概要については、本計画のコラムに掲載いたします。
施設整備は建設用地の確保が前提となりますが、現時点では計画的に適地
を確保することが困難であるため整備計画を策定しておりません。
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